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1．設計及び工事計画認可申請書の概要について 

1.1 本設計及び工事計画認可申請の目的 

使用済燃料ピット（以下、SFP）の未臨界維持に係る燃料の初期濃縮度、燃焼度及びSFP用中性子

吸収体の有無の条件による貯蔵領域の設定の廃止により、SFPにおける燃料及び内挿物の取扱頻度

を大幅に削減し、運用面の安全性向上を図る。 

 

1.2 既工事計画の特徴 

高浜１，２号機のSFPラックはアングル型のステンレス鋼製であり、大規模漏えい時は、水位の

低下により燃料集合体間の中性子の遮蔽効果が低くなることから、未臨界性評価結果が厳しくな

る。そのため、既工事計画では臨界を防止するために、燃料の燃焼度やSFP用中性子吸収体（制御

棒クラスタまたはSFP用中性子吸収棒集合体）挿入の有無に応じた第1図に示す貯蔵領域を設定（３

領域管理）することで臨界を防止する設計としているが、３領域管理においては、多くの燃料で

SFP用中性子吸収体の挿入が必要となる。なお、制御棒クラスタには、計測制御系統施設と兼用し

ているものと兼用していないものがある。 

 

 

 55GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約4.6wt%） 

48GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約4.0wt%） 

SFP 用 

中性子吸収体なし 

SFP 用 

中性子吸収体あり 

SFP 用 

中性子吸収体なし 

SFP 用 

中性子吸収体あり 

□領域A 燃焼度0GWd/t以上 燃焼度0GWd/t以上 燃焼度0GWd/t以上 燃焼度0GWd/t以上 

■領域B 燃焼度20GWd/t以上 燃焼度0GWd/t以上 燃焼度15GWd/t以上 燃焼度0GWd/t以上 

■領域C 燃焼度50GWd/t以上 燃焼度15GWd/t以上 燃焼度45GWd/t以上 燃焼度10GWd/t以上 

第1図 既工事計画における領域管理 
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1.3 今回申請の概要 

今回申請では、第１表に示すとおり、重大事故等対応向けに整備している SFP への注水・放水

手順において用いる設備の特徴や、放水された水の状態等を踏まえた、より実態に則した SFP 内

の水分条件を設定し、燃焼度や SFP 用中性子吸収体の有無を考慮せずに、技術基準規則第 69条第

2 項の要求事項に基づき SFP からの大量の水の漏えい時において臨界を防止する設計へ、以下の

通り変更する。 

(1) 未臨界維持に係る燃料の初期濃縮度、燃焼度及び SFP 用中性子吸収体の有無の条件によ

る貯蔵領域の設定の廃止 
(2) SFP 用中性子吸収体の技術基準規則上の位置付けの見直し 
  計測制御系統施設と兼用している制御棒クラスタは、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

（以下、「核燃施設」という。）の重大事故等対処設備としての機能に期待しない（廃止す

る）こととするが、計測制御系統施設としての設計に変更はなく、引き続き計測制御系統

施設として使用する。 
  計測制御系統施設と兼用していない制御棒クラスタは、核燃施設の重大事故等対処設備と

しての機能に期待しない（廃止する）こととする。 
  SFP 用中性子吸収棒集合体は、核燃施設の重大事故等対処設備としての機能に期待しない

（廃止する）こととする。 

 

上記を踏まえて、既認可の設工認申請書及び今回の申請書上の記載状況を第２表に示す。 
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第１表 SFP 大規模漏えい時の未臨界性評価の変更概要 

 変更前（既認可） 変更後 

６
９
条
２
項
に
係
る
臨
界
を
防
止
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
評
価 

評価手法 
保守的手法 
(大きな保守性を有する評価ケースを一つ設定し、当該評価
ケースが未臨界性上の判定基準を満足することを確認) 

重大事故等対策として実施される注水・放水手順において
用いる設備の特徴や、放水された水の状態等を踏まえた、事
故時の実態により則した評価手法 
(基本ケースにおいて不確定性を含めた実効増倍率が 0.98
以下で臨界を防止できることを確認し、感度解析ケースに
おいても基本ケースと同様に中性子最適減速状態は発現せ
ず、特異な傾向がないことを確認) 

評
価
条
件 

水分 
条件 

気相、液相は区別せず、 
水密度を 0～1g/cm3で変化させて評価 

気相、液相に分け、水位を冠水から完全喪失まで変化させて
評価。液膜の存在を考慮。 

燃料 
配置 

燃焼度及び SFP 用中性子吸収体の有無に応じて３領域に配
置 
 

55GWd/t 新燃料を敷き詰め 

 

SFP 用
中性子
吸収体
の存在 

考慮する 考慮しない 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

領域 A 

領域 B 

領域 C 

領域 A：新燃料を貯蔵 

領域 B：20GWd/t 燃焼燃料を貯蔵 

領域 C：50GWd/t 燃焼燃料を貯蔵 

新燃料を貯蔵 
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第２表 申請書（本文）上の記載状況 

 

 

 

1.4 工事計画変更による効果 

本申請においては、新たに取得した試験データや、事故時に使用する設備の仕様、及びその

運用を踏まえ評価条件を見直し、SFP用中性子吸収体の効果を考慮せず未臨界性評価を行うこ

とで、未臨界性に係る燃料運用制限を取り除くことができる。これにより、核分裂生成物を内

包する照射燃料の取扱い及び照射燃料上での内挿物入替の回数を相当量低減でき、運用管理面

の安全性向上が図られる。 

 

 

 1.5 未臨界性評価変更に伴う設備への影響 

今回の変更に伴う新規設備の設置はなく、設備の撤去を含め現場工事は発生しない。 

  

計測制御系統施設 核燃施設 計測制御系統施設 核燃施設

運用 ー
○

（基本設計方針に
記載）

ー
ー

（基本設計方針か
ら削除）

運用の廃止

計測制御系統
施設と兼用

○
（要目表に核燃施
設と兼用と注記）

○
（基本設計方針に

記載）

○
（要目表から兼用
の注記を削除）

ー
（基本設計方針か

ら削除）

計測制御系統施設とし
て引き続き使用

上記以外 ー
○

（基本設計方針に
記載）

ー
ー

（基本設計方針か
ら削除）

SFP内で保管

ー
○

（基本設計方針に
記載）

ー
ー

（基本設計方針か
ら削除）

未製造であり、今後も
使用しない

○：記載あり

ー：記載なし

※：既工認申請時点で1号機：114体、2号機：113体

設備

備考
（今回申請後の扱い）

既工認申請 今回申請

臨界防止の管理（領域管理）

SFP用中性
子吸収体

制御棒

クラスタ※

SFP用中性子吸収棒集合体
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1.6 制御棒クラスタの記載に係る申請書への反映について 

以下のとおり、補正申請する。 

(1) 核燃施設「６ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規

格」の項の冒頭の記載で変更内容が分かるよう記載を明確化する。（別紙１参照） 
(2) 「Ⅲ.工事工程表」の関連箇所について上記内容を反映する。（別紙２参照） 

 

その他、関連する添付資料（資料２：臨界に達しないことに関する説明書）についても、上

記内容を反映する。 
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表 本設計及び工事の計画の申請のうち核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 補正申請書 抜粋 

 

 

2022 年 12 月 23 日 申請時の記載 補正申請書（下線部が変更箇所） 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 

６ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準

及び適用規格 

制御棒は、既存の計測制御系統施設のうち制御材（核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵設備と兼用）

であり、本設計及び工事の計画で核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設のうち使用済燃料貯蔵設備を削除し、計測制御系統施設

のうち制御材とすることとし、「表 2 核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設の兼用設備リスト」を削除する。 

 

 

（～略～） 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 

６ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準

及び適用規格 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち制御棒は、計測制

御系統施設のうち制御材と兼用しているものと兼用していない

ものがあり、兼用しているものについては、本設計及び工事の

計画で計測制御系統施設のうち制御材との兼用を廃止すること

とし、「表 2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リ

スト」を削除するとともに、兼用していないものについては廃

止することとする。 

 

（～略～） 

 

別
紙

１
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表 本設計及び工事の計画の申請のうち「Ⅲ.工事工程表」 補正申請書 抜粋 

 

 

2022 年 12 月 23 日 申請時の記載 補正申請書（下線部が変更箇所） 

Ⅲ．工事工程表 

今回の設計及び工事の計画は、使用済燃料ピットの臨界評価方法等

を変更するものであり、制御棒及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒

集合体の核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設としての要求はなくなる

が、制御棒は使用済燃料ピット内に継続保管すること、使用済燃料ピッ

ト用中性子吸収棒集合体は作成していないことから、現地工事は伴わ

ない。 

 

 

（～略～） 

 

Ⅲ．工事工程表 

今回の設計及び工事の計画は、使用済燃料ピットの臨界評価方法等

を変更するものであり、新規設備の設置等の現地工事は伴わない。 

 

 

 

 

 

 

（～略～） 

 

別
紙
２
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2．設計及び工事の計画における適用条文の整理について 

高浜発電所１，２号機の SFP の未臨界性評価の変更に係る設工認について、「技術基準規則」の

各条文のうち申請対象が適用を受ける条文とそれらのうち適合性の確認が必要となる条文の整理

を行う。 

本申請設備は以下の通り。申請対象が適用を受ける条文整理を第 3表に示す。なお、本申請設備

は設計基準対処設備としての機能を持たないため、技術基準規則の第二章 設計基準対象施設に係

る条文の適用は受けないことは明らかであることから記載を省略する。また、本工事計画に伴い制

御棒クラスタ（計測制御系統施設のうち制御材と兼用しているもの及び兼用していないもの）及び

SFP 用中性子吸収棒集合体は、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設における重大事故等対処設備と

しての機能はなくなるが、制御棒クラスタ（計測制御系統施設のうち制御材と兼用しているもの）

については計測制御系統施設としての設計基準対処施設及び重大事故等対処施設における要求お

よびその機能に変更はなく、引き続き計測制御系統施設として使用する。また、制御棒クラスタ（計

測制御系統施設と兼用していないもの）については引き続き SFP 内で保管し、SFP 用中性子吸収棒

集合体については未製造であり、今後も使用しない。 

 

 

●申請設備 

別表第二 分類 設備 

〇核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

基本設計方針対象設備 臨界防止の管理 
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第 3表 適用条文の整理結果（1／3） 

技術基準規則 
適用 

条文※ 

審査 

対象※ 
理 由 

〇第三章 重大事故等対処施設 

第 49 条 

重大事故等対処施設の地

盤 

〇 × 

重大事故等対処施設であることから適用条文であるが、本

申請は重大事故等時のSFP臨界評価に関する評価手法及び

運用の変更に関する申請であり、既存設備の仕様変更及び

新設設備の設置は行わず、審査対象条文とならない。 

第 50 条 

地震による損傷の防止 
〇 × 

重大事故等対処施設であることから適用条文であるが、本

申請は重大事故等時のSFP臨界評価に関する評価手法及び

運用の変更に関する申請であり、既存設備の仕様変更及び

新設設備の設置は行わず、審査対象条文とならない。 

第 51 条 

津波による損傷の防止 
〇 × 

重大事故等対処施設であることから適用条文であるが、本

申請は重大事故等時のSFP臨界評価に関する評価手法及び

運用の変更に関する申請であり、既存設備の仕様変更及び

新設設備の設置は行わず、審査対象条文とならない。 

第 52 条 

火災による損傷の防止 
〇 × 

重大事故等対処施設であることから適用条文であるが、本

申請は重大事故等時のSFP臨界評価に関する評価手法及び

運用の変更に関する申請であり、既存設備の仕様変更及び

新設設備の設置は行わず、審査対象条文とならない。 

第 53 条 

特定重大事故等対処施設 
× × 

本申請設備は、特定重大事故等対処施設に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 54 条 

重大事故等対処設備 
〇 × 

重大事故等対処施設であることから適用条文であるが、本

申請は重大事故等時のSFP臨界評価に関する評価手法及び

運用の変更に関する申請であり、既存設備の仕様変更及び

新設設備の設置は行わず、審査対象条文とならない。 

第 55 条 

材料及び構造 
× × 

本申請設備に容器、管、ポンプ及び弁は含まれないため、

適用条文とならない。 

第 56 条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× × 
本申請設備に容器、管、ポンプ及び弁は含まれないため、

適用条文とならない。 

第 57 条 

安全弁等 
× × 

本申請設備に安全弁等が含まれないため、適用条文となら

ない。 

第 58 条 

耐圧試験等 
× × 

本申請設備に容器、管、ポンプ及び弁は含まれないため、

適用条文とならない。 

※〇：該当、×：非該当 
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第 3表 適用条文の整理結果（2／3） 

技術基準規則 
適用 

条文※ 

審査 

対象※ 
理 由 

〇第三章 重大事故等対処施設（続き） 

第 59 条 

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 60 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 61 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 62 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 63 条 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 64 条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 65 条 

原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 66 条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

第 67 条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用

条文とならない。 

※〇：該当、×：非該当 
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第 3表 適用条文の整理結果（3／3） 

技術基準規則 
適用 

条文※ 

審査 

対象※ 
理 由 

〇第三章 重大事故等対処施設（続き） 

第 67 条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 68 条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 69 条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

〇 〇 

本申請は重大事故等時の使用済燃料ピットの臨界評価に

関する評価手法及び運用の変更に関する申請であり、従来

の燃焼度及び使用済燃料ピット用中性子吸収体を考慮し

た領域管理によらず、重大事故等時の実態により則した条

件において臨界を防止する設計とすることから、審査対象

条文となる。 

第 70 条 

工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 71 条 

重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 72 条 

電源設備 
× × 

本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 73 条 

計装設備 
× × 

本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 74 条 

原子炉制御室 
× × 

本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 75 条 

監視測定設備 
× × 

本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 76 条 

緊急時対策所 
× × 

本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 77 条 

通信連絡を行うために必要

な設備 

× × 
本申請設備に本条文の対象設備は含まれないため、適用条

文とならない。 

第 78 条 

準用 
× × 

本申請設備に火力設備等に関連する設備は含まれないた

め、適用条文とならない。 

※〇：該当、×：非該当 
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3．設計及び工事の計画における添付書類の整理について 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に基づき、高浜発電所１，２号機の SFP 未臨

界性評価の変更に係る設計及び工事計画申請書に添付する書類については、第 4表に整理する。 

第 4表 本申請に添付する書類の整理結果 (1／5) 

実用発電用原子炉の設置、 
運転等に関する規則 
別表第二添付書類 

添付の要否 

（○・×） 
理由 

〇各発電用原子炉施設に共通 

送電関係一覧図 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限

工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地

の崩壊の防止措置に関する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

工場又は事業所の概要を明示した地形図 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

主要設備の配置の状況を明示した平面図及

び断面図 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

単線結線図 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

新技術の内容を十分に説明した書類 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

熱出力計算書 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関

する説明書 
〇 

設置変更許可の変更内容と本申請内容との整

合性を示す必要があるため添付する。 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関

する説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場

又は事業所内の場所における線量に関する

説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

放射性物質により汚染するおそれがある管

理区域並びにその地下に施設する排水路並

びに当該排水路に施設する排水監視設備及

び放射性物質を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した図面 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 
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第 4表 本申請に添付する書類の整理結果 (2／5) 

実用発電用原子炉の設置、 
運転等に関する規則 
別表第二 添付書類 

添付の要否 

（○・×） 
理由 

〇各発電用原子炉施設に共通（続き） 

放射性物質により汚染するおそれがあ

る管理区域並びにその地下に施設する

排水路並びに当該排水路に施設する排

水監視設備及び放射性物質を含む排水

を安全に処理する設備の配置の概要を

明示した図面 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

取水口及び放水口に関する説明書 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書 
× 本申請に関連するものではないことから不要。 

環境測定装置（放射線管理用計測装置

に係るものを除く。）の構造図及び取付

箇所を明示した図面 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

クラス 1 機器及び炉心支持構造物の応

力腐食割れ対策に関する説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関

する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉施設の溢水防護に関する

説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポ

ンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷

防護に関する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

通信連絡設備に関する説明書及び取付

箇所を明示した図面 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

安全避難通路に関する説明書及び安全

避難通路を明示した図面 
× 

本申請に関係するものではないことから不要。 

非常用照明に関する説明書及び取付箇

所を明示した図面 
× 

本申請に関係するものではないことから不要。 
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第 4表 本申請に添付する書類の整理結果 (3／5) 

実用発電用原子炉の設置、 

運転等に関する規則 

別表第二添付書類 

添付の要否 

（○・×） 
理由 

〇核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に

係る機器の配置を明示した図面及び系

統図 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

構造図 × 本申請に関係するものではないことから不要。 

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏

えいを監視する装置の構成に関する説

明書、検出器の取付箇所を明示した図

面並びに計測範囲及び警報動作範囲に

関する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要 

使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視

する装置の構成に関する説明書、検出

器の取付箇所を明示した図面並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明

書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使

用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界

に達しないことに関する説明書 

〇 

使用済燃料ピット水大量漏えい時の未臨界性

評価の手法及び条件を変更するため、技術基準

規則第 69 条への適合性を説明する。 

燃料体等又は重量物の落下による使用

済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防

止及び使用済燃料貯蔵槽の機能損失の

防止に関する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 
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第 4表 本申請に添付する書類の整理結果 (4／5) 

実用発電用原子炉の設置、 

運転等に関する規則 

別表第二添付書類 

添付の要否 

（○・×） 
理由 

〇核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（続き） 

使用済燃料運搬用容器、使用済燃料貯

蔵槽及び使用済燃料貯蔵用容器の冷却

能力に関する説明 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に

関する説明書 
× 本申請に関係するものではないことから不要。 

使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材

及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮

蔽及び熱除去についての計算書 

× 本申請に関係するものではないことから不要。 

兼用キャスクにあっては、外運搬規則

第二十一条第二項の規定による容器の

設計に関する原子力規制委員会の承認

を受けたことに関する説明書 

× 本申請に関係するものではないことから不要 
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第 4表 本申請に添付する書類の整理結果 (5／5) 

 

 

実用発電用原子炉の設置、 

運転等に関する規則 

別表第二添付書類 

添付の要否 

（○・×） 
理由 

〇「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（第九条） 

設計及び工事に係る品質マネジメント

システムに関する説明書 
〇 

本申請に伴う品質管理の方法等のプロセス確

認のため、添付する。 
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1. はじめに 

高浜１、２号機の使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）における大規模漏えい時には、SFP

の水位が低下するとともに、事故時向けに整備される手順に基づく注水及び放水を実施する。こ

のため、注水・放水中のSFP雰囲気は、液相部（SFP水位より下部）と気相部（SFP水位より上部）

の２相に分かれ、SFP水の漏えいが進むにつれ徐々に液相部水位が低下していく。既工事計画にお

ける大規模漏えい時の未臨界性評価では、SFP内における水密度状態を包絡する条件として、液相、

気相を区別せず、SFP全体の水密度を一様として水密度範囲0.0～1.0g/cm３の条件で評価をしてい

た（第1-1図）。 

本申請における大規模漏えい時の未臨界性評価では、実態により則して、SFP雰囲気が液相部と

気相部に分かれた状態で水位が低下するという現象に合わせ、残存しているSFP水位より上部の気

相部とSFP水位より下部の液相部の２相に分け、気相部には流入する注水・放水による水の性状等

を踏まえた条件を設定し、液相部水位を変化させて評価する（第1-2図）。さらに、今回評価が重

大事故等対策に係る評価であることに鑑みた評価を実施する。本資料では、評価手法及び設定条

件について説明する。 

 

 

第1-1図 既工事計画における未臨界性評価体系 

 

第1-2図 実態により則した未臨界性評価体系 

 

2. 評価モデルの考え方 

大規模漏えい時の実態により則した状態として、液相部と気相部の２相に分け、それぞれに適

切な水分条件を設定したうえで、液相部水位を変化させた評価を行う。また、燃料体の上部及び

体系側面の反射体の設定に当たっては、中性子の漏れが少なくなるように、低水密度の状態であ

っても保守的に300mmの水反射体を設定し、下部には1,000mmのコンクリート反射体を設定する。 

なお、液相部について、SFPは大気圧下であることから、実態としては崩壊熱によりSFP水の沸

騰が発生し、液相部の水密度が1.0g/cm３から低下すると考えられる。第1-3図に既工事計画の水密

度を0.0～1.0g/cm３に変化させた際の未臨界性評価結果を示すが、水密度が高い範囲（赤点線枠の
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範囲）においては水密度1.0g/cm３において実効増倍率が最大値となることから、液相部の水密度

については1.0g/cm３を設定する。 

 

第1-3図 既工事計画における未臨界性評価結果 

 

3.未臨界性評価の評価手法 

今回評価が重大事故等対策に係る評価であることに鑑みた評価手法を採用することとし、重大

事故等対策として実施される注水・放水手順において用いる設備の特徴や、放水された水の状態

等を踏まえた、事故時の実態により則した状態（以下「基本ケース」という。）を設定する。基

本ケースで設定する条件に対し実効増倍率を厳しくする不確かさがある場合には、当該不確かさ

が発生した場合の影響を考慮したケース（以下「感度解析ケース」という。）を設定し、その未

臨界性を評価する。 

なお、感度解析ケースの設定に当たっては、各不確かさの従属性・独立性を踏まえ、重畳させ

るべき不確かさを検討する。 

 

4. SCALE Ver.6.0へのインプット条件とパラメータの関係性 

重大事故等対策として実施される注水・放水手順において用いる設備の特徴等を踏まえた各パ

ラメータより臨界計算コード（SCALE Ver.6.0）へのインプット条件を算出する。燃料条件、及

び気相部への流入水による水分条件に関する各パラメータの状態は以下のとおり。 

 

4.1 燃料条件 

SFP内には基本的に、燃料取替の都度、次サイクルに装荷する新燃料（燃焼度0GWd/t）を沈

めこむ運用としており、その他の燃料は燃焼燃料である。燃料集合体が燃焼することにより、

0.9575（不確定性を考慮すると 0.972） 

高水密度領域 
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燃料集合体内のAC組成、FP組成等の条件が変化することから、SCALE Ver.6.0へのインプッ

ト条件として燃焼燃料の存在を考慮する場合は、当該インプット条件の算出に使用するパラ

メータによる影響の有無を確認することとなる。燃料条件について、インプット条件とイン

プット条件算出に当たり設定するパラメータとの関係を第1-4図に示す。 

なお、貯蔵燃料として燃焼燃料の存在を考慮しない（貯蔵される燃料はすべて新燃料とす

る）場合は、第1-4図の青点線枠に示す燃焼に係るパラメータは考慮不要となる。 

 

第1-4図 インプット条件とインプット条件算出に当たり設定するパラメータの関係（燃料条件） 

 

4.2 水分条件 

水分条件は、主に重大事故等対策として実施される注水・放水手順において用いる設備の

流量や放水形状等の影響を受けるが、SFPへの流入流量が大きい放水設備を用いた場合の現実

的な気相部の状態は以下A)～E)のようになると考えられる。放水設備を用いた場合の重大事

故等時の実態に則した状態の概略を第1-5図に示す。 

 

A)放水された水は、SFP内の使用済燃料ピットラック（以下「ラック」という。）上の広範

囲に落下する。 

B)放水された水は、落下の過程で分裂し、液滴となってSFP内へ流下する。 

C)SFP内に流入した液滴は、一部は燃料集合体内に流入し、残りは燃料集合体間を液滴とし

て落下する。 

D)燃料集合体内に流入する水は、上部構造物と接触することにより、大部分が液膜となっ

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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て燃料棒を流下する。 

E)放水された水の流入範囲外は、崩壊熱によるSFP水の蒸散等に伴い発生する蒸気で満たさ

れている。 

 

 

第1-5図 放水設備を用いた場合の重大事故等時の実態により則した状態 概略 

 

よってSCALE Ver.6.0のインプットとしては、A）～E)に示すような、重大事故等対策時に

おける実態により則した状態にて解析するために、第1-6図に示す「液膜厚さ」、「燃料集合

体内気相部水密度」、「燃料集合体外気相部水密度」、「流入範囲外気相部水密度」を設定

する。 

上記の水分条件に関するインプット条件は第1-7図にも示すように、以下のとおり求める。

なお、「」はインプット条件を算出するに当たり設定するパラメータ、[ ]はそれらパラメー

タを用いた計算の途中過程において算出される値を示す。また、海水由来の流量については、

保守的に塩素の存在を考慮しない。 

 

Ⅰ. 液膜厚さ 

・設備からの「流量」、水の「流入範囲・分布」から[ラックピッチ当たりの流量]を求

め、当該流量に「燃料集合体内への流入割合」を乗じることで[燃料集合体内に流入す

る流量]を求める。 

・燃料集合体内に流入する流量に「液膜となる流量の割合」を乗じ、[液膜になる流量]

を求め、「液膜厚さ評価式」により流量(液膜レイノルズ数)を液膜厚さへ換算する。 

 

Ⅱ. 燃料集合体内気相部水密度 

・[燃料集合体内に流入する流量]から、[液膜になる流量]を減じることで、燃料集合体

内を[液滴のまま落下する流量]を求める。 

・落下する「液滴の径」より求まる液滴の下降速度、及び液滴流量等を用い燃料集合体

内気相部水密度を求める。 

 

ピットラック 
使用済燃料 
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Ⅲ. 燃料集合体外気相部水密度 

・[ラックピッチ当たりの流量]から、[燃料集合体内に流入する流量]を減じることで、

燃料集合体間を落下する流量を求める。 

・落下する「液滴の径」より求まる液滴の下降速度、及び液滴流量等を用い燃料集合体

外気相部水密度を求める。 

 

Ⅳ. 流入範囲外気相部水密度 

・流入範囲外には設備由来の水は流入しないことから、飽和蒸気（100℃、1atmの飽和蒸

気密度0.0006g/cm３）とする。 

 

第1-6図 SCALE Ver.6.0へインプットする気相部水分条件の概要 

 

第1-7図 インプット条件とインプット条件算出に当たり設定するパラメータの関係（水分条件） 
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5. 気相部水分条件の計算方法 

インプット条件のうち液膜厚さについては、燃料集合体内に流入する水の流量のうち、液膜と

なって流下する流量から算定し、また、各箇所で設定する気相部水密度は、単位面積当たりに流

入する液滴の流量及び流入液滴の径より求まる液滴平均下降速度より算出する。ここでは、気相

部水密度及び液膜厚さの算出方法を示す。 

 

5.1 気相部水密度の算出方法 

気相部水密度は、SFPへ流入する液滴が空間を占める割合として算出する。断面積A[cm２]当

たりの流入流量をQ[cm３/s]とし、液滴の平均下降速度をV[cm/s]とする場合、単位時間に断面

積A[cm２]を通過する液滴が占める空間体積は、A・V[cm３]となる。常温・常圧での水密度は

1[g/cm３]であるため、同体積中にQ[cm３]＝Q[g]の水が存在することとなり、水密度Wは、Q/(A・

V)[g/cm３]となる。空間体積A・V[cm３]当たりの流量Q[cm３]の存在率を示す概要図を第1-8図

に示す。液滴の下降速度を求めるためには、液滴径を定める必要があるため、事故時にSFPへ

注水・放水を行うため使用する設備のうち、流入液滴の径が一番小さくなるスプレイ設備を

用いた試験により液滴データを取得した。試験の概要を別紙３に、液滴径を用いた液滴下降

速度の算出方法を別紙４に示す。 

 

 

第1-8図 空間体積A・Vcm３中当たりの流量Qの存在率を示す概要図 

 

また、重大事故等時のSFPにおける実際の環境条件が気相部水密度へ与える影響を加味する

ため、SFP内の上昇流、蒸気の凝縮、飽和蒸気を考慮する。 
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5.2 液膜厚さの算出方法 

燃料集合体の上部より流入してくる液滴は、ほとんどが上部ノズル等と接触し、燃料棒等

の構造物を伝って流下する。流入水が燃料棒に対して均一な液膜を形成するとした場合、そ

の厚さは流下流量や構造物表面の摩擦によるせん断力の影響を受けることとなり、これら諸

元により液膜厚さを求める評価式として種々の実験式が提唱されている。提唱されている液

膜厚さ評価式の例を第1-1表に示す。 

 

第1-1表 液膜厚さ評価式の例（実験式） 

基本式 式の種類 A B 

□ = A(4□□)  

Nusselt 0.909 1/3 

Kapitza 0.843 1/3 

brotz 0.0682 2/3 

Zhivaikin 0.141 7/12 

Brouer 0.208 8/15 

Feind 0.266 1/2 

 

NT,Reはそれぞれ無次元液膜厚さ[-]、液膜レイノルズ数[-]であり、以下の式で表される。 

□ = (□/□  ) / □   、  □□ = Γ □⁄  

    

ここで、gは重力加速度[m/s２]、Γは単位幅当たり液膜流量[m２/s]、□は流体の動粘度 

[m２/s]である。 

燃料集合体内に流入する流量より液膜レイノルズ数を求めたうえで、適切な評価式を用い

無次元厚さを求め、最終的に平均液膜厚さを求める。 

 

6. 基本ケース条件の設定方針 

基本ケース条件を設定するに当たっては、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実

効増倍率に対して余裕が小さくなるような設定とする。 

 

7. 基本ケース条件に対する不確かさ要因の考慮要否判定 

基本ケース条件は種々の不確かさ要因に影響を受け、その値が変化する。今回の未臨界性評価

においては、各パラメータの値を変動させる不確かさ要因を抽出したうえで、第1-9図に示すフロ

ー図に基づき、不確かさ要因の考慮要否を判定する。 
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第1-9図 基本ケース条件に対する不確かさ要因の考慮要否判定フロー 

 

8. 各パラメータの基本ケース条件及び不確かさを考慮した条件の設定 

解析の条件設定については、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実効増倍率に対

して余裕が小さくなるような設定とする。また、解析条件の不確かさ影響を考慮する必要がある

場合には、影響評価において感度解析を行う。 

 

8.1 燃料条件の設定 

8.1.1 「燃料配置」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、濃縮度が最も高い取替燃料が新燃料と

してすべてのラックに貯蔵された状態を設定する。 

当該燃料配置条件を第1-10図に、実運用下と基本ケース条件での燃料貯蔵体数の比

較を第1-2表に示すが、実運用に対して基本ケース条件が十分に保守的であることが分

かる。 
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第1-10図 「燃料配置」基本ケース条件 

 

 

第1-2表 燃料集合体の貯蔵体数比較（3ループ55GWd/t平衡炉心での運用を仮定） 

燃焼度（BU） 

区分（GWd/t） 
BU<10 10≦BU<20 20≦BU<25 25≦BU<30 30≦BU<40 40≦BU 計 

実運用下 

（ラック 

満杯想定）※ 

44体 44体 8体 20体 24体 17+267体 424体 

基本ケース 

条件 
424体 0体 0体 0体 0体 0体 424体 

※貯蔵される燃料集合体は、1炉心分の取り出し燃料157体（燃焼度別体数は55GWd/t燃料平衡炉心ベ

ース）と使用済燃料267体とした。 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「燃料配置」に対する不確かさ、及び当該不確かさが実効増倍率へ与え

る影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 貯蔵燃料燃焼度の多様性 

基本ケースでは新燃料のみを貯蔵する仮定としているが、実運用においては0～

55GWd/tの種々の燃焼度である燃料が貯蔵される。燃焼の進んだ燃料は新燃料と比較

し、核分裂性物質の減損等により反応度が低下する。よって当該不確かさは基本ケ

ース条件に対し、実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 

炉心に装荷する 157 体 

：新燃料 
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(ⅱ) 燃料貯蔵体数 

基本ケースではすべてのラックに燃料が貯蔵されることを仮定しているが、実運

用における燃料貯蔵体数はラック容量以下となる。燃料貯蔵体数が減ると、体系内

に存在する核分裂性物質の量が減ることとなる。よって当該不確かさは基本ケース

条件に対し、実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因はすべて、基本ケース条件に対し実効増倍率を低下させる方向にのみ

影響するものであるため、不確かさを考慮した条件の設定は不要である。 

 

8.2 水分条件の設定 

8.2.1 「流量」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

放水設備による放水は、注水設備によってSFPの水位が維持できない場合に実施する

想定としていることから、整備している注水手順をすべて同時に実施している状況は

現実的な条件と捉えることができ、各手順で使用する設備及びそれらの仕様を用いる

ことにより手順ごとの流量を求めることが出来る。よって「流量」については以下の

条件に基づき算出した現実的な条件となるよう、______m３/hを設定する。 

・重大事故等対策用に整備しているSFPへの注水・放水に係る手順をすべて同時に実

施すると想定する。 

・系統内に複数のポンプが存在する場合、ポンプ起動台数は1手順につき1台とする。 

・各手順の流量には、基本的にポンプ揚程曲線を用い系統圧損等を踏まえ評価した

値（実測値があるものは実測値）を使用する。 

 

なお、流量設定の詳細は別紙２に示す。 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「流量」に対する不確かさ、及び当該不確かさが実効増倍率へ与える影

響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 注水・放水手段の組み合わせ 

基本ケース条件では重大事故等対策用に整備しているSFPへの注水・放水に係る手

順をすべて同時に実施するとした値を設定している。実際の重大事故等時において

は、第1-11図のフローに基づき各手順の対応を実施することとなり、重大事故等時

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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の状況によっては使用できない手順も発生しうるため注水・放水手段の組み合わせ

は変化するが、この場合SFPへの流入流量は、すべての手順を同時に実施するとした

基本ケース条件よりも小さくなる。流量が小さくなると、体系内に流入する減速材

として寄与する水の量が減ることとなるため、当該不確かさは基本ケース条件に対

し、実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 

 

 

第1-11図 SFPへの注水に係る手順の実施フロー
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(ⅱ) 1手順当たりのポンプ台数 

基本ケース条件ではポンプ起動台数を1手順につき1台としている。手順どおりに

対応を実施した場合、ポンプ起動台数は1台となるものの、運転ポンプを切替える際

には一時的に系統内に設置されるポンプ複数台分の流量が吐出される可能性がある。 

ポンプの起動台数が増えると当該手順における流量が増加することになるため、

当該不確かさは基本ケース条件に対し、実効増倍率を増加させる方向へ影響する。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因のうち、実効増倍率を増加させる方向へ影響する不確かさである「1手

順当たりのポンプ台数」を考慮した条件として、_____ m３/hを設定する。なお、流量

設定の詳細は別紙２に示す。 

 

8.2.2 「流入範囲・流量分布」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

注水設備由来の流入水については手順ごとでSFPへの流入位置が異なるため流入範

囲、流量分布を求め難いが、流量の大部分を占める放水設備由来の流入水については、

使用時の流量や設備仕様より流入範囲・流量分布を類推することが可能である。よっ

て「流入範囲・流量分布」の基本ケース条件については、現実的な条件となるよう、

放水設備由来の流入形態をベースに、全流量がラック面積に対し一様に流入する（流

入範囲はSFP全面、流量分布は全流量をSFラック面積で割った値を用いる）として設定

する。本条件は以下のとおり、単独の放水設備による放水時の流入範囲・流量分布を

上回る条件設定となっている。 

＜放水砲＞ 

着水範囲に関する条件は放水砲メーカ作成の性能曲線を設定したうえで、着水範

囲内の流量分布は文献（石油タンク火災消火時における大容量放水及び泡放射軌跡

の予測モデルの構築、宮下達也 (2014)）を参考に、放水方向（射程方向）にはRosin-

Rammler分布を、放水の直交方向（射幅方向）には正規分布を用いて規格化した。得

られた流量分布を第1-12図に示すが、ピーク流量（単位面積当たり）は以下のとお

り約___ m３/(h・m２)であった。 

 

 

一方で、燃料貯蔵設備であるSFラックは放水砲による流入範囲よりも小さく、全流

量がSFラック上へ一様に流入すると想定した場合の流量（単位面積当たり）は、以

下のとおり約11m３/(h・m２)であり、放水時の流量分布におけるピーク流量を上回る。 

 

____m３/h × 0.25 × 0.30 ÷ 16m２ ＝ ____m３/(h・m２) 

____m３/h ÷ （_____m × ____m ×424）≒ 11m３/(h・m２) 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1-12図 放水砲による流量分布 

 

＜スプレイヘッダ＞ 

第1-13図に示すメーカ試験結果を元に、「300cc以上」を「500cc」と大きく仮定

すると、ピーク流量は以下のとおり0.79m３/(h・m２)と求まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1-13図 スプレイヘッダによる放水分布 メーカ試験結果 

   

500cm３/min × 60 × 10－６ ÷ 0.038m２ = 0.79m３/(h・m２) 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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一方で、全流量がSFラック上へ一様に流入すると想定した場合の流量（単位面積

当たり）は以下のとおり0.88m３/(h・m２)と求まり、放水時の流量分布におけるピ

ーク流量を上回る。 

 

 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「流入範囲・流量分布」に対する不確かさ要因、及び当該不確かさ要因

が実効増倍率へ与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 注水・放水手段の組み合わせ、及び1手順当たりのポンプ台数 

放水時の着水面積については、設備からの吐出流量により変動することになる。

よってパラメータ「流量」の不確かさ要因である、注水・放水手段の組み合わせ、

及び1手順当たりのポンプ台数が、「流入範囲・流量分布」に対する不確かさ要因と

なる。 

設備からの吐出流量が増加する場合、吐出された水の着水面積（流入範囲）は広

がることとなり、すなわちSFラック内に流入しない流量が増えることとなる。従っ

て本不確かさ要因は、流入範囲を広範囲化し体系内の水分量が少なくなる方向、す

なわち実効増倍率を低下させる方向にのみ発生する。 

 

(ⅱ) 放水分布のばらつき 

実機放水砲による放水は、第1-12図に示すような流量分布を有するため、SFラッ

クごとに単位面積当たりの流量が異なることになるが、基本ケース条件としては実

態に則した流量分布に基づくピーク流量を包含するような条件として、放水砲によ

る全流量がSFラック上に一様に流入したとして、放水砲流量をSFラック面積で割っ

た値を使用している。 

よって分布のばらつきを考慮する場合、全ラックにおいて単位面積当たりの流入

流量が低下することになるため、本不確かさは基本ケース条件に対し、実効増倍率

を低下させる方向にのみ影響する。 

 

(ⅲ) スプレイ分布のばらつき 

実機スプレイヘッダによる放水は、第1-13図に示すような流量分布を有するため、

SFラックごとに単位面積当たりの流量が異なることになるが、基本ケース条件とし

ては実態に則した流量分布に基づくピーク流量を包含するような条件として、スプ

レイヘッダによる全流量がSFラック上に一様に流入するとし、スプレイ流量をSFラ

___m３/h※ ÷ （_____m × ___m × 424） = 0.88m３/(h・m２) 

※ 流量には定格値を使用 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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ック面積で割った値を使用している。 

よって分布のばらつきを考慮する場合、全ラックにおいて単位面積当たりの流入

流量が低下することになるため、本不確かさは基本ケース条件に対し、実効増倍率

を低下させる方向にのみ影響する。 

 

(ⅳ) 風の影響① 

落下する液滴に対し風により力が加わり水平方向の移動が促進されることで、流

入範囲・流量分布は影響を受けることとなり、風向きや放水方向によっては放水範

囲は狭まりうる。風向きや放水方向等による組み合わせは無数にあることから、風

の影響により流入範囲がどこまで狭まるかは定め難い。 

流入範囲が狭まることにより、放水範囲内に含まれる燃料集合体の数（ウラン量）

が減ることで実効増倍率が低下する効果と、燃料集合体1体当たりに流入する水量

（減速材）が増え実効増倍率が増加する効果を持つ。よって当該不確かさは基本ケ

ース条件に対し、実効増倍率を増加させる方向に影響しうる。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因のうち、実効増倍率を増加させる方向へ影響しうる不確かさである「風

の影響①」を考慮した条件として、全流量がSFPの局所領域に集中するとした条件を設

定する。 

実効増倍率を高くするため、局所領域はSFP中心部に設定する。また、(b)に示すよ

うに、流入範囲の変化は実効増倍率を増加あるいは低下させる、相反する効果を持つ

ことから、局所領域がどの程度の広がりを持った場合に実効増倍率が最大になるかを

確認するため、第1-14図に示すとおり、水が集中する範囲（N×N）を順次広げていき、

局所範囲外の気相部水密度は飽和蒸気密度として解析を行う。放水範囲の変化に伴う

実効増倍率挙動の概念図を第1-15図に示す。 
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第1-14図 局所領域の設定 

 

 

 

第1-15図 放水範囲（Nの値）の変化に伴う実効増倍率挙動 概念図 

 

ここで、体系が臨界となるにはある一定量以上のウラン量が必要となることを踏ま

え、Nの値としては、いかなる一様な水密度でも臨界にならない※ことを確認している

N=3から増やしていき、実効増倍率の低下傾向が把握できるまで解析を行う。 

 

※高浜１、２号機のラック仕様で新燃料を敷き詰めた体系において、N×Nラック

内の水密度を一様に0～1g/cm３で変化させて実効増倍率を求め、製造公差や計

算コード等の不確定性を考慮しても未臨界の判断基準を超えない範囲を確認し

た。解析体系を第1-16図に、評価条件を第1-3表に示す。 
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評価の結果、第1-4表に示すとおり、3×3ラックは判断基準の0.98を下回るが、4×4

ラックでは不確定性を考慮すると判断基準を超えることを確認した。なお、3×3ラッ

クでは、実効増倍率が水密度1.0g/cm３で最大となっており、3×3ラック外の水密度を

より厳しい1.0g/cm３に変更した場合においても、設計基準における純水冠水状態での

評価結果0.953(評価コードをPHOENIX-P/HIDRA、燃料の濃縮度条件を____wt％とし、無

限配列体系で評価した結果である。不確定性を含まない値。)から、実効増倍率は不確

定性を考慮しても0.98を超えないため、3×3ラックでは判断基準を下回るという評価

結果に影響しない。 

 

 

 

第1-16図 未臨界の判断基準を超えない範囲を確認する解析の評価体系 

 

第1-3表 未臨界の判断基準を超えない範囲を確認する解析の条件 

 計算条件 

燃料仕様・配置 55GWd/t燃料（新燃料） 

ラック仕様 

ラック構造：アングル型 

ラック材質：ステンレス鋼製 

ラック配列：27×17ラック 

N×Nラック内水密度 0.0～1.0g/cm３で一様変化 

N×Nラック外水密度 0.0006g/cm３ 

垂直方向 

計算体系 

燃料領域：3,660mm 

燃料上部:水反射体（300mm） 

燃料下部：コンクリート反射体(1,000mm) 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1-4表 ある狭い範囲を求めるための解析結果 

N×Nラック 実効増倍率（不確定性考慮なし） 備考 

3×3ラック 0.951 水密度1.0g/cm３で最大 

4×4ラック 0.978 水密度0.18g/cm３で最大 

 

8.2.3 「燃料集合体内への流入割合」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

第1-17図に示す放水砲の放水軌跡（無風時）より、放水された水はSFPにほぼ垂直に

流入すると想定できる。この場合、SFP内に流入した水量のうち燃料集合体内に流入す

る水量の割合は、ラックピッチと燃料集合体の幾何形状により現実的な値を求めるこ

とができる。なお、第1-18図に示すとおり、上部ノズル縁を真上から見た場合、燃料

棒に通じる流路孔がほぼないことから、上部ノズル縁寸法の半分より外側の部分に落

下した水は燃料集合体外へ弾かれると想定される。よって本パラメータの基本ケース

条件は、現実的な条件となるよう、ラックピッチ面積に対する赤色部面積の比として、

190 × 190 ÷ （ ___ × ___ ）≒ 23％と設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1-17図 放水砲の放水軌跡（無風時） 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1-18図 燃料集合体に流入する流量割合（イメージ） 

 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「燃料集合体内への流入割合」に対する不確かさ、及び当該不確かさが

実効増倍率へ与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 内挿物の存在 

実機では、第1-19図に示すようにSFPに貯蔵されている燃料の多くに内挿物が挿

入されている。挿入された内挿物は燃料集合体の一部を覆うことから、内挿物が挿

入されている場合、内挿物により燃料集合体外へ弾かれる流量が多くなる。燃料集

合体外へ弾かれる流量が多くなるということは、燃料棒からのせん断力の作用を受

けず落下する流量が増え、体系内に保持される水分が減ることとなるため、実効増

倍率は低下する。 

基本ケース条件は、内挿物の存在を考慮せず設定した条件であるため、当該不確

かさは基本ケース条件に対し、実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1-19図 内挿物（プラギングデバイス）が挿入された燃料集合体の上面 

 

(ⅱ) 風の影響② 

基本ケース条件としては無風時の放水軌跡を踏まえ液滴が垂直に落下する設定と

したが、風の影響を受けることで水平方向の力が働き、燃料集合体に斜め方向から

液滴が流入することが想定される。この場合、燃料集合体内に流入する水量が増え

る、すなわち燃料棒からのせん断力の作用を受ける水量が増え、体系中に保持され

る水分が増えることとなるため、当該不確かさは基本ケース条件に対し実効増倍率

を増加させる方向に働く。 

なお、パラメータ「流入範囲・流量分布」の不確かさ要因としても風の影響があ

るが、流入範囲を局所化する風が吹く場合、流量が集中して落下することになるた

め、斜め方向で液滴が落下することは考え難い。また、液滴を斜め方向から落下さ

せるような風が吹く場合、放水範囲をより広げることになるため流量が局所化する

ことは考え難い。よって「流入範囲を狭める風の影響」（風の影響①）と「流入範

囲を広げる風の影響」（風の影響②）は、別々の不確かさ要因として取り扱う。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因のうち、実効増倍率を増加させる方向へ影響する不確かさである「風

の影響②」を考慮した条件として、斜め方向から液滴が流入してくることを想定し、

以下のとおり燃料集合体の幾何形状及び放水の流入方向等を踏まえ46％とする。 

 

・ラックに対する流入方向を、流入割合への影響が最大となるように45°とした場

合、SFラックの構造を踏まえた液滴流入面積は、第1-20図に示す黄色部面積で表

され、ラックピッチ面積に対する液滴流入面積の比は下式のとおり45.2％となる。 

 

流入方向45°の場合の液滴流入面積 ⇒  

(________mm２) ÷ (____mm × ____mm)× 100≒45.2％ 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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・また、斜めに落下してくるという液滴の流入形態を踏まえれば、流入割合への影

響は第1-21図に示すように、面積に高さを乗じた体積の半分と見積もることがで

きる。よって横風により斜めから液滴が流入してくる影響は、下式のとおり約23％

となる。 

 

横風による流入割合への影響 ⇒ 45.2％ ÷ 2 = 22.6％ ⇒ 23％ 

 

・よって不確かさを考慮した「燃料集合体内への流入割合」として、基本ケース条

件である23％に、横風の影響として23％を加算した値である46％を設定する。 

 

 

第1-20図 流入方向45°における液滴流入面積 

 

 

第1-21図 流入形態を踏まえた流入割合影響 
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8.2.4 「液膜となる流量の割合」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

第1-22図に示すとおり燃料集合体内への主要な流路となる上部ノズルの構造は複雑

であり、大部分の液滴は構造物に接触し、構造物表面を流下すると考えられるものの、

燃料集合体内への流入水の内部流動を現実的に設定することは困難である。一方で、

参考に示すように、燃料集合体に流入するすべての水が液膜となり、燃料棒全周に液

膜を形成すると想定したほうが、燃料棒から作用するせん断力の合計値が大きくなっ

て体系中に保持される水分量が多くなり、実効増倍率が厳しくなる。 

よって内部挙動に関する本パラメータの基本ケース条件は、実効増倍率に対して余

裕が小さくなるよう、100％（燃料集合体内に流入する水はすべて液膜となる）とする。

液滴と液膜の流量割合に関するイメージを第1-23図に示す。 

 

 

 

第1-22図 燃料集合体上部の概観図 

 

第1-23図 液膜と液滴の割合（イメージ図） 
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(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「液膜となる流量の割合」に対する不確かさ、及び当該不確かさが実効

増倍率へ与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 一部の流量が液滴として落下 

第1-22図に示す上部ノズル開口部の一部には、構造物に遮られず燃料集合体下端

まで通ずる開口部があることから、燃料集合体内に流入する水の一部は液滴のまま

落下すると考えられる。液滴のまま落下する流量が増えると、燃料棒からのせん断

力の作用を受けず落下する流量が増え、体系内に保持される水分が減ることとなる

ため、実効増倍率は低下する。 

基本ケース条件は、燃料集合体内に流入した水がすべて液膜になるとする条件で

あるため、当該不確かさは基本ケース条件に対し、実効増倍率を低下させる方向に

のみ影響する。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因は、基本ケース条件に対し実効増倍率を低下させる方向にのみ影響す

るものであるため、不確かさを考慮した条件の設定は不要である。 
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8.2.5 「液膜厚さ評価式」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

燃料集合体を真上から見たとき、第1-22図のとおり燃料集合体下端までの経路はほ

とんど、上部ノズルや燃料棒等の構造物に遮られていることから、大部分の液滴は構

造物に付着してまとまり、燃料棒を含む構造物表面を筋状に流下すると考えられる。

しかし、筋状流下のような流動現象は非線形な挙動を示すため複雑であり、内部流動

を現実的に設定することは困難である。よって内部流動に関する本パラメータの基本

ケース条件は、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう設定する。流下形態として

は、筋状流下時よりも燃料棒から作用するせん断力の合計値が大きくなる状態として

液膜流下を想定し、液膜厚さの評価式としては第1-1表に示すとおり種々の実験式が提

示されているが、液膜が厚くなり燃料集合体内の水分量が多いほど実効増倍率が高く

なるため、基本ケース条件の設定に当たっては第1-24図に示すように、文献※に記載の

実験データの全計測値を包含する評価式（包絡式）を設定する。具体的には、代表的

な実験式であるNusseltの式及びZhivaikinの式の傾き(第1-24図のBの値)を保存し、各

領域内の最も大きい計測値を通る線を包絡式とする。 

各計測値にはばらつきがあるが、本包絡式はそれらをカバーするよう設定されてい

るため、実験データに着目した場合、液膜評価の上限として扱うことが出来る。加え

て、本包絡式を全燃料棒に適用することで、更に大幅な保守性を考慮する。本条件設

定のイメージを第1-25図に示す。 

 

 

※新垣勉他、垂直流下液膜における流動および波動特性、(1985)、化学工学論文集 
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第1-24図 包絡式の設定 
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第1-25図 液膜厚さ評価式の条件設定（イメージ） 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「液膜厚さの評価式」に対する不確かさ、及び当該不確かさが実効増倍

率へ与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 風の影響② 

包絡式のベースとなっている実験式は、静的な実験室環境下で取得された実験デ

ータより策定されたものであるが、実機の状態を踏まえた場合、風の影響により液

滴に水平方向の力が作用することにより、斜めから液滴が流入してくる状況が想定

される。この場合、燃料棒表面に存在する液膜界面に波立ちが発生する、あるいは

液滴が液膜を弾き飛ばす等の外乱が発生することとなるが、これらは液膜を薄くす

る方向に作用する。液膜厚さの低下は減速材として大きく寄与する水量が減り実効

増倍率が低下することとなるので、当該不確かさは基本ケース条件に対し実効増倍

率を低下させる方向にのみ影響する。 

 

(ⅱ) 多種ある実験式の存在 

包絡式の設定に当たっては、代表的な実験式であるNusseltの式及びZhivaikinの

式をベースに設定したが、これら実験式が策定されて以降も種々の実験式が設定さ

れている。実験式ごとの液膜厚さの大小は液膜レイノルズ数に応じ異なるが、第1-

5表及び第1-26図に示すとおり、今回設定する包絡式は各解析における液膜レイノル

ズ数の範囲（10～1,500以下）において、比較的新しいTakahama and Kato及び

Karapantsiosらの液膜算出式を包絡している。よって種々の実験式により液膜厚さ

を算出する場合、液膜厚さは包絡式を用いた場合よりも薄くなるため、本不確かさ

は基本ケースに対し実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 



 

 - 別添1-27 - 

 

 

第1-5表 各解析ケースにおける液膜レイノルズ数 

 流入流量[m３/h] 流入範囲[－] 流入割合[％] 液膜レイノルズ数[－] 

基本ケース条件  SFP全面 (424ラック) 23 23 

感度解析ケース①  SFP全面 (424ラック) 23 25 

感度解析ケース②  局所（3×3ラック～） 23 ～1,074 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1-26図 液膜レイノルズ数に応じた各種算定式による液膜厚さ 
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(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因は、基本ケース条件に対し実効増倍率を低下させる方向にのみ影響す

るものであるため、不確かさを考慮した条件の設定は不要である。 

 

8.2.6 「放水の液滴径」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

放水された水は液滴の状態となって落下するが、流量の大部分を占める放水砲由来

の液滴径については、流量の小さいスプレイヘッダ由来の液滴径よりは大きいと考え

られるものの、その現実的な値を実験的に得ることは困難である。よって本パラメー

タの基本ケース条件は、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう設定する。 

今回の未臨界性評価では重大事故等対策向けに整備している全手順の同時実施を想

定しているため、放水中には、スプレイヘッダに由来する液滴と、放水砲等に由来す

る液滴が混在することとなる。放水砲等に由来する液滴径の最確値は定め難いもの

の、その値はスプレイヘッダ由来の液滴の径よりも大きい。ここで、液滴径は小さい

方が液滴の落下速度が低下し、体系内にとどまる水量が増え実効増倍率が増加するこ

とから、保守性を有した条件として、すべての液滴をスプレイヘッダ由来の液滴であ

るとし、実機スプレイヘッダを用いた液滴径データ取得試験の結果を踏まえ、1.5mm

を設定する。なお、液滴径データ取得試験の詳細、及び試験結果を踏まえた液滴径設

定の詳細について別紙３に示す。 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「放水の液滴径」に対する不確かさ、及び当該不確かさが実効増倍率へ

与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 注水・放水手段の組み合わせ、1手順当たりのポンプ台数 

設備からの吐出流量が変化することに伴い液滴径の大きさも変化する。よってパ

ラメータ「流量」の不確かさ要因である、注水・放水手段の組み合わせ、及び1手

順当たりのポンプ台数が、「放水砲の液滴径」に対する不確かさ要因となる。 

流量が増加する場合には液滴径も大きくなるが、液滴径が大きくなると液滴の下

降速度が大きくなり体系内に水分が保持されにくくなることで実効増倍率が低下す

る。よって流量を増加させる本不確かさは、基本ケースに対し実効増倍率を低下さ

せる方向にのみ影響する。 

 

(ⅱ) 放水設備の違い 

放水設備として使用するスプレイヘッダと放水砲は、それぞれ使用時の条件や放
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水機構が異なるため平均液滴径が異なる。基本ケース条件ではすべての液滴につい

てスプレイヘッダ由来の液滴径を用いることとしているため、本不確かさは基本ケ

ースに対し液滴径を大きくする方向、すなわち実効増倍率を低下させる方向に働

く。 

 

(ⅲ) スプレイ試験における測定箇所ごとの結果の差異 

液滴データ取得試験の結果、別紙３に示すとおり測定位置によっては基本ケース

条件よりも小さい平均液滴径が取得されている。液滴径が小さくなる場合、液滴の

下降速度が小さくなり実効増倍率が大きくなることから、本不確かさは基本ケース

に対し実効増倍率を増加させる方向にのみ影響する。 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因のうち、実効増倍率を増加させる方向へ発生しうる不確かさである「ス

プレイ試験における測定箇所ごとの結果の差異」を考慮した条件として、第1-27図に

示す、各測定点で取得された全測定データを合算し得られる液滴分布において、有意

水準5％とする場合の下限基準値となる、全取得液滴を用いた体積分率における2.5％

出現値（0.4mm～0.45mm）を保守側に切り下げた0.4mmとする。 

 

 

 

第1-27図 全液滴径の統合データ 

 

  

体積分率 

体積分率累計 
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8.2.7 「海水中の塩素濃度」の設定 

(a) 基本ケース条件の設定 

事故時に実施する放水・注水手順によっては海水を用いる手順があり、海水中には

中性子吸収能力を有する塩素が含まれる。日本海域の塩素濃度は文献(岩波理化学辞典

第5版 岩波書店、化学大辞典2共立出版)より3.3～3.8％とされているが、この範囲に

おける高浜発電所の塩分濃度最確値は定め難い。 

本パラメータの基本ケース条件は、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう保守

的に、海水由来の流入水内に含まれる塩素の中性子吸収効果は考慮しない。なお、標

準海水中塩分の塩類組成は第1-6表に示すとおりである。 

 

第1-6表 海水の塩分濃度及び塩類組成 

 文献値 基本ケース条件 

海水の塩分濃度 3.3％～3.8％ － 

海水（標準海水）

の塩類組成 

NaCl 77.758％ － 

MgCl2 10.878％ － 

MgSO4 4.737％ － 

CaSO4 3.600％ － 

K2SO4 2.465％ － 

 

(b) 不確かさ要因の抽出 

パラメータ「海水中の塩素濃度」に対する不確かさ要因、及び当該不確かさ要因が

実効増倍率へ与える影響の方向について以下のとおり記載する。 

 

(ⅰ) 海流の変化 

日本海において300mより浅い部分の塩分濃度は、海流の影響により3.38％～

3.43％（気象庁HPより）程度の範囲でばらつきが生じるとされている。 

一方で、基本ケース条件は塩素の中性子吸収効果は考慮しないことから、本不確

かさ要因は、実効増倍率を低下させる方向にのみ影響する。 

 

 

(c) 不確かさを考慮した条件について 

不確かさ要因は、基本ケース条件に対し実効増倍率を低下させる方向にのみ影響す
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るものであるため、不確かさを考慮した条件の設定は不要である。 

 

9. 各パラメータの基本ケース条件と不確かさの整理結果 

8. で設定した基本ケース条件と不確かさの整理結果について第1-7表に示す。 
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第1-7表 各パラメータの基本ケース条件と不確かさの整理結果（1/3） 

パラメータ 基本ケース条件 基本ケース条件に対する不確かさ 実効増倍率が 
厳しくなる方向 

考慮 
要否 具体的条件 条件の説明 不確かさが生じる要因 不確かさが生じる方向 

燃
料
条
件 

燃料 

配置  SFPは新燃料で満杯 
・燃焼条件及び燃料貯蔵  

体数を、実効増倍率を 

高めるよう、また将来の 

実配置を包絡するよう 
条件を設定 

貯蔵燃料燃焼度の違い 

【基本ケース条件で考慮済み】

燃焼度が高い燃料 
が貯蔵される ・燃焼度が低い 

燃料を貯蔵 

・貯蔵体数が増加 

不要 

燃料貯蔵体数 

【基本ケース条件で考慮済み】
SFP満杯以下 不要 
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第1-7表 各パラメータの基本ケース条件と不確かさの整理結果（2/3） 

パラメータ 基本ケース条件 基本ケース条件に対する不確かさ 実効増倍率が 
厳しくなる方向 

考慮 
要否 具体的条件 条件の説明 不確かさが生じる要因 不確かさが生じる方向 

水
分
条
件 

流量 _____m３/h 

・重大事故等対策用に整備してい

る SFP への注水・放水に係る手

順を、すべて同時に実施 

・１手順につきポンプ１台起動 

・各手順の流量には、基本的にポ

ンプ揚程曲線を用い系統圧損

等を踏まえ評価した値（実測値

があるものは実測値）を使用 

注水・放水手段の組合せ 

【基本ケース条件で考慮済み】 流量低下 
流量増加 

不要 

１手順当たりのポンプ台数 流量増加 要 

SFPへの流入範

囲、流量分布 
流入範囲 

：SFP 全面 

 

流量分布 

：一様 

・放水設備からの全流量が、SF ラ

ック全面に一様分布で流入す

る（単位面積当たりの流量は、

放水設備による実際のものよ

りも大きい保守的な条件を設

定） 

注水・放水手段の組合せ 
広範囲化 

流入範囲： 

局所化 

流量分布： 

単位面積当たりの 

流量増加 

不要 
１手順当たりのポンプ台数 

放水分布のばらつき 

【基本ケース条件で考慮済み】 
単位面積当たりの流量低下 不要 

スプレイ分布のばらつき 

【基本ケース条件で考慮済み】 
単位面積当たりの流量低下 不要 

風の影響①※1 

（分布のゆらぎ、風の強さ） 
局所化 or 広範囲化 要※1 

燃料集合体内 

への流入割合 23％ 

・ラックピッチと燃料集合体の幾

何形状より求まる面積比 

・燃料集合体上部へ流入する水の

一部は上部ノズル構造等によ

り弾かれる 

・無風を仮定（斜めからの液滴の

流入は考慮しない） 

内挿物の存在 

【基本ケース条件で考慮済み】 
流入割合低下 

流入割合増加 
不要 

風の影響② 

（斜め方向の液滴落下 

による効果） 

流入割合増加 要 

液膜となる 

流量の割合 100％ 
・液滴のまま落下するより、液膜

となったほうが、体系内の水分

量が多くなり実効増倍率が厳

しくなる 
一部の流量が液滴のまま落下 

【基本ケース条件で考慮済み】 
液膜となる流量が減る 

液膜となる 

流量が増える 不要 

共通するパラメータとして、流量に由来するものは赤ハッチング、風に由来するものは青ハッチングで示す。 

※1: 流入範囲を局所化するような風が吹く場合、流量が集中して落下することになるため、斜め方向で液滴が落下することは考え難い。 

また液滴を斜め方向から落下させるような風が吹く場合、放水範囲をより広げることになるため流量が局所化することは考え難い。 

よって「流入範囲を狭める風の影響」（風の影響①）と「流入範囲を広げる風の影響」（風の影響②）は、別々の不確かさ要因として取り扱う。 
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第1-7表 各パラメータの基本ケース条件と不確かさの整理結果（3/3） 

パラメータ 基本ケース条件 基本ケース条件に対する不確かさ 実効増倍率が 
厳しくなる方向 

考慮 
要否 具体的条件 条件の説明 不確かさが生じる要因 不確かさが生じる方向 

水
分
条
件 

液膜厚さ評価式 包絡式 
・適用される Re数範囲において、

多種ある実験式を包絡する保

守的な条件を設定 

風の影響② 

（斜め方向の液滴落下に 

よる波立ち等の外乱） 
液膜が薄くなる 

液膜を 

厚くする 

不要 

多種ある実験式の存在 

【基本ケース条件で考慮済み】 液膜が薄くなる 不要 

放水の液滴径 一律1.5mm ・スプレイヘッダの実放水試験に

て取得した平均液滴径 

（体積分率の 50％出現値） 

注水・放水手段の組合せ 
液滴径を大きくする 

液滴径を 

小さくする 

不要 
１手順当たりのポンプ台数 

放水設備の違い 

（放水砲orスプレイヘッダ） 

【基本ケース条件で考慮済み】 

液滴径を大きくする 不要 

スプレイ試験における測定箇所

ごとの結果の差異 

液滴径を大きくする 

or 小さくする 
要 

海水中の 

塩分濃度 - ・塩素の中性子吸収効果は考慮し

ない 海流の変化 

【基本ケース条件で考慮済み】 
塩素濃度増加 塩素濃度低下 不要 

共通するパラメータとして、流量に由来するものは赤ハッチング、風に由来するものは青ハッチングで示す。 
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10. 重畳させる不確かさの検討 

第1-7表で考慮「要」となった不確かさ要因を第1-8表に示す。これらの不確かさは、相互に

因果関係はなく（いずれかの不確かさの発生に起因して、他の不確かさが発生することはな

い）、すべて独立であることから、重畳は考慮しない。 

 

第1-8表 パラメータごとに考慮「要」と抽出された不確かさ要因 

パラメータ 不確かさ要因 

流量 1手順当たりのポンプ台数 

SFPへの流入範囲、 

流量分布 
流入範囲を狭める風の影響（風の影響①） 

燃料集合体内への 

流入割合 
流入範囲を広げる風の影響（風の影響②） 

放水の液滴径 スプレイ試験における測定箇所ごとの結果の差異 

 

11. 基本ケース及び感度解析ケース条件一覧 

9.までで算定したパラメータ、及び10.で整理した不確かさの取り扱いを踏まえ、基本ケース

及び不確かさを考慮した感度解析ケースを第1-9表のとおり設定する。また、これらパラメータ

の条件を踏まえ算定される臨界計算コードへのインプット条件を第1-10表に示す。 
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第1-9表 基本ケース及び感度解析ケースの解析条件 

評価条件 
事故時の実態により則

したケース 
（基本ケース） 

1手順当たりのポンプ

台数による感度を確

認する解析 

（ケース①） 

風の影響①（流入範囲を

狭める風の影響）による

感度を確認する解析 

（ケース②） 

風の影響②（斜め方向に

液滴を落下させ燃料集合

体内への流入割合に影響

を与える風の影響）によ

る感度を確認する解析 

（ケース③） 

スプレイ試験における

液滴径測定箇所ごとの

結果の差異による感度

を確認する解析 

（ケース④） 
燃
料
条
件 

燃料配置 新燃料のみで満杯 ← ← ← ← 
燃料種類 

通常ウラン燃料 
（Gd入り燃料の存在は

考慮しない） 
← ← ← ← 

水
分
条
件 

流量 _____(m
３
/h) ______(m

３
/h) ______(m

３
/h) ← ← 

SFPへの流入範

囲、流量分布 
流入範囲 SFP全面 ← 

局所  
（3×3から始め、低下傾

向が確認できるまで） 
SFP全面 ← 

流量分布 一様 ← ← ← ← 
燃料集合体内への流入割合 23 (％) ← ← 46 (％) 23 (％) 

液膜厚さ 
燃料集合体内へ流入した流量 

のうち液膜となる流量割合 100 (％) ← ← ← ← 
液膜厚さ評価式 包絡式 ← ← ← ← 

気相部 
水密度 

(放水の 
液滴径等) 

流
入
範
囲
内 

燃料集合体内へ流入した流量のうち 

液滴のまま落下する流量割合 0 (％) ← ← ← ← 
燃料集合体内 飽和蒸気密度  

0.0006 (g/cm
３
) ← ← ← ← 

燃料集合体外 液滴径1.5mmを用いた 
水密度 ← ← ← 液滴径0.4mmを用いた

水密度 
流入範囲外 － － 0.0006 (g/cm

３
） － － 

海水中の塩分濃度 － － － － － 

枠
囲
み
の
範

囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の

で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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第1-10表 各ケースにおける臨界計算コードへのインプット 

 基本ケース 

ケース① 

(1手順当たりのポ

ンプ台数による感

度を確認する解析) 

ケース② 

(「流入範囲を狭める風の影響」に

よる感度を確認する解析) 

ケース③ 

(「斜め方向に液滴を落下させ燃料集

合体内への流入割合に影響を与える風

の影響」による感度を確認する解析) 

ケース④ 

(スプレイ試験における液滴

径測定箇所ごとの結果の差異

による感度を確認する解析） 

燃料

条件 

燃料配置 新燃料敷き詰め（SFP有限体系） 

燃料種類 15×15型 通常ウラン燃料 

水
分
条
件 

液膜厚さ[mm]  

燃料集合体内 

気相部水密度[g/cm３] 
0.0006（飽和蒸気密度） 

燃料集合体外※ 

気相部水密度[g/cm３] 
 

流入範囲外 

気相部水密度[g/cm３] 
－ － 

0.0006 

（飽和蒸気密度） 
－ － 

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の

で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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（参考）燃料集合体内の内部流動に係る条件設定について 

 

1. はじめに 

燃料集合体内における内部流動に係る条件（燃料棒全周への液膜形成）が、保守的な設定とな

っていることについて説明する。 

 

2. 大容量放水時の燃料集合体内の挙動 

SFPへスプレイヘッダによるスプレイを実施した場合、燃料集合体内へ流入した水は液滴として

ではなく、ほとんどが燃料棒と接しながら筋状流下するという知見を得ている※。放水砲を用いて

大流量が燃料集合体内に流入する場合、スプレイヘッダでの放水を想定した小流量放水時の実験

知見と比較して、燃料棒を流下する水は図１に示すように、以下の挙動を示すと考えられる。 

 

➢ 流下する筋の本数が増える。 

➢ 流下する筋の幅、厚さ（高さ）が広がる。 

 

 

図1 燃料棒を流下する流量が増加した場合の内部流動変化（イメージ） 

 

しかし、筋状に流下するような挙動は複雑であり、また、放水砲のような大流量放水設備によ

り放水した場合の内部流動は実験的にも確認し難いため、内部流動の最確状態は設定し難い。よ

って内部流動に係る条件については未臨界性上保守的な条件を設定する。 

 

※「可搬型スプレイ放水時の燃料集合体内部流動に関する研究」、日本原子力学会 2017年秋の大会、  

関西電力(株)、三菱重工業（株）
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3. 保守性を有する内部流動条件の設定 

厚い液膜となって燃料棒の一部を流下する場合より、薄い液膜が燃料棒表面に一様に付着する

場合のほうが、表1に示す簡易評価のとおり、燃料棒から作用するせん断力の合計値が大きくな

るため流下流速が相対的に小さくなり、体系中に保持される水分量は多くなる。 

体系中に保持される水分量が多い方が、中性子の減速に主に寄与する水量が増え実効増倍率は

厳しくなるため、今回未臨界性評価における内部流動の設定として、燃料棒の全周に液膜が形成

される条件を採用する。 

 

表1 流下挙動の違いに対する体系中の水分量の違い 

想定する状態 

周方向全面に液膜となって流下する場合 周方向の半分にのみ流下する場合 

液膜レイノルズ数[-] Re１=50 Re２＝100 (Γが2倍になるため） 

無次元液膜厚さ[-] 

(Nusseltの式を仮定) 

NT２＝0.909×(4Re１)１/３ 

=5.3 

NT２＝0.909×(4Re２)１/３ 

=6.7 

液膜厚さ[mm] b１=NT１／(g／ν２)１/３=0.25 b２=NT２／(g／ν２)１/３=0.31 

水が占める面積[mm２] 
A１＝｛(10.72+2b１)２－10.72２｝／4 

=8.6 

A２＝｛(10.72+2b２)２－10.72２｝／8 

=5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

＜計算の前提＞ 

・ 全面に液膜が形成される場合の液膜 Re数を 

  50 と想定（基本ケースでの Re数は 50以下） 

  ⇒周方向の半分にのみ流下する場合の   

   液膜 Re数は 100 

       （Re=Γ/ν、Γ：周方向長さ当たりの流量） 

・ 液膜厚さ評価式には Nusselt の式を使用 

  （NT＝0.909×(4Re）
１/３

） 

 ＜計算諸元＞ 

  燃料棒外径：10.72[mm] 

 重力加速度：9.8  [m/s
２
] 

  動粘度  ：10
-6
  [m

２
/s] 



別添２ 

 

 

 

 

 

 

 

解析結果の妥当性確認について 
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1. はじめに 

今回の未臨界性評価では、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実効増倍率に対

して余裕が小さくなるような条件を各パラメータに設定した基本ケースと、不確かさ影響を確

認する感度解析ケースについて解析を実施した。各ケースにおける臨界計算コード（以下

「SCALEコード」という。）へのインプット条件を第2-1表に、実効増倍率評価結果を第2-1-1図

及び第2-1-2図に示す。 

 

今回の評価条件は、既工認での解析と異なり、以下のとおり空間中の水分状態を非均質に設

定している点で特徴がある。 

・体系を軸方向に気相部と液相部に大きく分割 

・気相部においては、燃料集合体の中と外で異なる水分状態を設定するとともに、燃料棒周

りに液膜が形成されることを考慮 

 

本資料では、上記のような特徴を有し、水位が低下するにつれ単調減少した実効増倍率解析

結果の妥当性について確認するとともに、今回解析業務を実施するに当たり適用した品証プロ

セスを踏まえて解析結果の適切性を説明する。 

 



 

 

-
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第2-1表 各ケースにおける臨界計算コードへのインプット 

 基本ケース 

感度解析ケース 

ケース① 

(１手順当たりのポンプ台数に

よる感度を確認する解析) 

 

ケース② 

(「流入範囲を狭める風の影響」

による感度を確認する解析) 

 

ケース③ 

(「斜め方向に液滴を落下させ燃料集合

体内への流入割合に影響を与える風の

影響」による感度を確認する解析) 

ケース④ 

（スプレイ試験における液滴

径測定箇所ごとの結果の差異

による感度を確認する解析） 

燃料

条件 

燃料配置 新燃料敷き詰め（SFP有限体系） 

燃料種類 15×15型 通常ウラン燃料 

水
分
条
件 

液膜厚さ[mm]  

燃料集合体内 

気相部水密度[g/cm３] 
0.0006（飽和蒸気密度） 

燃料集合体外※ 

気相部水密度[g/cm３] 
 

流入範囲外 

気相部水密度[g/cm３] 
－ － 

0.0006 

（飽和蒸気密度） 
－ － 

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
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第2-1-1図 実効増倍率評価結果※1,2（基本ケース、感度解析ケース） 

 

第2-1-2図 実効増倍率評価結果※1,2（感度解析ケース②詳細） 

 

※1 エラーバーはモンテカルロ計算における標準偏差σの2倍（±2σ） 

※2 製造公差、計算コード等による不確定性を含まない値

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

基本ケース
感度解析ケース①
感度解析ケース②（4×4）
感度解析ケース③
感度解析ケース④
(参考)気相部が飽和蒸気のみ

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

感度解析ケース②（3×3）
感度解析ケース②（4×4）
感度解析ケース②（5×5)

水位[mm] 

水位[mm] 

実
効
増
倍
率[

－] 
実
効
増
倍
率[

－] 

0.947 

0.947 
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2. 解析に用いたコードの特徴 

解析に用いたSCALEコードは、燃料及び構造材の材料組成と幾何形状を与える（形状情報を

設定し、形状ごとに物質の原子個数密度を設定する）ことにより解析を行う3次元輸送計算コ

ードである。今回解析においてSCALEコードへ入力する液膜の幾何形状は円環、物質は軽水で

あるが、ベンチマーク解析においては核燃料物質と減速材が存在する非均質な管群体系での臨

界実験及び軽水を減速材とする臨界実験に対し、ベンチマーク解析結果と臨界実験の実効増倍

率が精度よく一致することをもって妥当性確認している。既許認可での解析においても同じコ

ードを用い、円柱形状の燃料材等が存在する管群体系下において軽水が存在する状態に対し解

析を実施している。またベンチマーク解析用に選定した臨界実験には、気相部に水分がほとん

ど存在しない状態で部分水位により臨界を達成しているものもあり、当該臨界実験に対しても

SCALEコードは精度よく評価できることを確認している。 

このことよりSCALEコードは、「核燃料物質と減速材が存在する非均質な管群体系」、「軽水

が存在する体系」及び「水分がほとんど存在しない気相部を伴った部分水位の体系」を評価で

きるコードであると言える。 

 

3. 解析結果の妥当性確認 

実効増倍率が冠水時で最大となり水位低下に伴い単調減少した各ケースでの解析結果の妥

当性について、以下の2つの観点で確認した。 

①類似解析との比較 

②修正１群拡散理論に基づく近似式により求まる実効増倍率挙動との相似性 

 

3.1 類似解析との比較 

基本ケース解析結果について、妥当性が確認された既許認可解析にて考慮していた燃

料・水分条件を採用した類似解析の結果との比較を行い、条件の差異に対して実効増倍率

の増減の方向が適切であることを確認する。 

 

3.1.1 評価条件及び結果 

基本ケース及び類似解析の燃料・水分条件と実効増倍率評価結果を第2-2表に示す。

類似解析には、既許認可解析で採用した実績がある燃料条件（新燃料敷き詰め、又は

3領域管理）と水分条件（冠水又は水密度0～1g/cm３で一様変化）を持つものを選定し

た。 

ここで、類似解析では体系全体に一様な水密度を設定するのに対し、基本ケースで

は、使用済燃料ピットラック（以下「ラック」という。）ピッチ当たりの水分状態を

全424ラックに等しく設定する点では類似解析と同じであるものの、気相部において
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燃料集合体の内側と外側で異なる水密度を設定していることから、両者の解析結果の

比較を行うに当たり、気相部の水分量を評価する共通の指標を用いることとする。低

水密度においては中性子が隣接燃料以遠まで到達し核分裂反応を起こしている（基本

ケースにおける中性子の平均自由行程は、冠水時で0.57cm、水位0cm時で5.3cm）と考

えられ、移動する間の減速は体系内に保持される水の総量に主に依存すると考えられ

ることから、気相部の水分量を評価する共通の指標として、空間平均水密度※を用い

解析結果を整理する。 

基本ケースと類似解析の実効増倍率を空間平均水密度を横軸にプロットしたもの

を第2-2図に示す。 

 

※空間平均水密度：気相部の「液膜＋燃料集合体外気相部水密度」という非均質な

水分状態について、体系中の水分量を保存した状態で一様水密

度へ換算したもの。 

 

＜空間平均水密度ρの算出方法＞ 

□ = □ + □ + 飽和蒸気密度 

□ ：燃料集合体外気相部水密度による空間平均水密度への寄与分 

□ ：液膜による空間平均水密度への寄与分 

□ ≒  燃料集合体外気相部水密度 − 飽和蒸気密度 ×  ラックピッチ面積 − 燃料集合体外寸面積 □  

□ = □□ □  × 1[□/□□ ] 
(□ ：ラックピッチ当たりの液膜占有面積、□：ラックピッチ当たりの間隙面積) 

 

  



 

 - 別添2-6 - 

第2-2表 基本ケース、類似解析の解析条件及び結果 

 基本ケース条件 

類似解析① 

（既工事計画での26条及

び69条1項に係る評価） 

類似解析② 

（既工事計画での69

条2項に係る評価） 

類似解析③ 

燃料配置 
ウラン新燃料 

敷き詰め 

ウラン新燃料 

敷き詰め 

3領域管理 

（0、20、50GWd/t） 

ウラン新燃料 

敷き詰め 

ウラン濃縮度 ______wt％ _____wt％ _____wt％ _____wt％ 

液膜厚さ _____mm － － － 

燃料集合体内 

気相部水密度 
0.0006g/cm３ 

1.0g/cm３ 
0～1.0g/cm３ 

で一様変化 

0～1.0g/cm３ 

で一様変化 燃料集合体外 

気相部水密度 
 

液相部条件 純水（水密度1.0g/cm３） － － － 

変動 

パラメータ 
水位 なし 水密度 水密度 

実効増倍率 

評価結果 
第2-2図参照 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第2-2図 基本ケース及び類似解析の評価結果※ 

※製造公差、計算コード等による不確定性を含まない値 
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x = 0.01 [g/cm３] 

y =0.775 [－] 

x = 0.03 [g/cm３] 

y = 0.953 [－] 

x = 0.0134 [g/cm３] 

y =0.803 [－] 
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3.1.2 妥当性確認 

3.1.2.1 燃料冠水時の実効増倍率 

解析結果は、類似解析②【0.937】＜基本ケース【0.947】＜類似解析①【0.953】の

順となっている。なお【】内は実効増倍率である。 

これは、この3つの水分状態が冠水状態で共通しており、実効増倍率の差異は燃料

条件に依存すること、燃料条件（燃焼度、濃縮度）は、類似解析②＜基本ケース＜類

似解析①の順に厳しくなることから妥当である。 

 

3.1.2.2 水位0cmでの実効増倍率 

類似解析③は基本ケースと燃料条件が等しく、また軸方向の燃料有効長全域にわた

り一様な水密度を設定し解析している（すなわち気相・液相の分かれ目がない）ため、

今回の未臨界評価手法における水位が0cmである状態（すべて気相部、ただし液膜が

無い条件）に相当する状態と捉えることが出来る。第2-2図に示されるとおり実効増

倍率は、類似解析③（水密度0.01g/cm３）【0.775】＜基本ケース（水位0cm）【0.803】

＜類似解析③（水密度0.03g/cm３）【0.953】となっている。なお【】内は実効増倍率

である。 

これは、参考２に示すように、空間平均水密度が0g/cm３から約0.1g/cm３の範囲にお

いては、空間平均水密度が大きくなるほど実効増倍率が高くなること、及び基本ケー

ス（水位0cm）の空間平均水密度（0.0134g/cm３）が、0.01g/cm３と0.03g/cm３の間にあ

ることから妥当である。 

 

ここで、感度解析ケース①～④における水位0cmでの実効増倍率についても、気相

部の水量を空間平均水密度に換算し、基本ケース及び類似解析③の結果と併せ第2-3

図に示す。 

感度解析ケース①、③、④の実効増倍率は概ね、類似解析③のプロットを結んだ線

上に位置している。感度解析ケース①、③、④はラックピッチ当たりの水分量が全424

ラックで同じであり、また液膜厚さも基本ケースと同等であることから、これらは基

本ケースと類似の水分状態にあると言え、類似解析③に対する実効増倍率の傾向も基

本ケースと同様（類似解析③プロットの線上に概ね乗る）になったものである。 

一方で感度解析ケース②の解析結果は他ケースと傾向が異なり、同等の空間平均水

密度における類似解析③の結果より小さくなっている。これは、感度解析ケース②は

局所に水分が集中することを想定しており、局所領域内は最適減速に近しい水分状態

となるものの領域内のウラン量（燃料集合体の数）が少なく、領域内から水平方向へ

漏れる中性子量が多くなり、核分裂に寄与しない中性子が増えるためである。 
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第2-3図 基本ケース、感度解析ケース（水位0cm）及び類似解析③の実効増倍率 

（ケース②での空間平均水密度は、局所範囲内において一様水密度に換算した値） 
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3.2 修正１群拡散理論に基づく近似式により求まる実効増倍率挙動との相似性 

SCALEコードでの解析結果は、水位低下に伴い単調減少する傾向を示した。本傾向の妥当性

を確認するため、気相部を飽和蒸気としてSCALEコードで計算した水位低下による実効増倍率

の単調減少傾向と、修正１群拡散理論に基づく近似式により求まる水位低下時の実効増倍率傾

向が相似であるかを確認する。 

 

3.2.1 前提条件 

・修正１群拡散理論から導かれる近似式を①式に示す。 

□   =           ・・・① 

ここで、□∞は液相部の無限増倍率、□ は移動面積、□ は液相部のバックリングである。 

 

・SFP冠水時の実効増倍率は、体系が十分に大きいことから有限体系でも無限体系でも大

きな差は無いため、液相部の無限増倍率（中性子の体系外への漏れがないとした増倍

率）は、今回基本ケース冠水時の実効増倍率を保守側に切り上げ□∞ = 0.95とする。 

 

・バックリングの算出には、直方体の体系における一般的な導出式である下式を用い

る。XとYはSFPの水平方向寸法であり固定値とし、Zは液相部の高さとする。 

□ =   
       +   

       +   
       

  ・・・② 

ここで、□は外挿距離である。 

 

・実効増倍率の算出に必要となる移動面積□ 及び外挿距離□は、文献（軽水減速UO2およ

びPuO2-UO2燃料炉心の臨界量、JAERI 1254、鶴田晴通ら(1977)）に示されるTCA（軽水

減速のタンク型臨界集合体）での試験データを元に、以下のとおり設定する。これら

の導出過程を参考1に示す。 

 

□ = 37.7、□ = □ = 8.5、□ = 6.3 
 

水位（液相高さZ）の低下に伴い、②式のバックリングが単調増加し、結果として①式の

実効増倍率が単調減少する。 

TCA（軽水減速のタンク型臨界集合体）の体系概念図を第2-4-1図に、気相部を飽和蒸気

としたSFP体系（SCALEコードで計算した体系）の概念図を第2-4-2図に示す。 
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第2-4-1図 TCA（軽水減速のタンク型臨界集合体）の体系概念図 

（燃料領域＋下部反射体） 

 

  
 

 

 

 

第2-4-2図 気相部を飽和蒸気としたSFP体系の概念図 

（燃料領域＋下部反射体） 

 

ここで、体系が小さくなり中性子の漏れが極端に多くなる場合には、②式において体系

寸法に対して定数である外挿距離の影響が大きくなるため、水位変化に対する実効増倍率

変化挙動を①式にて確認するに当たっては、ある程度の水位以上で適用できることに注意

が必要となる。文献では臨界状態を達成するために炉心水位40cm以上にて測定が実施され

ていることから、バックリングを踏まえた今回の妥当性確認においては、水位40cm以上を

確認対象とする。 

 

またSFP体系では下部反射体として厚さ1mのコンクリートを設定する等、TCAと比較して

軸方向外挿距離が大きくなる要因が存在することから、軸方向外挿距離が変化した際の実

効増倍率への影響度合いを傾向として把握するため、参考として文献に示される軸方向外

挿距離を1.5倍又は2倍とし、①及び②式を用い評価した実効増倍率もあわせて確認する。 

 

  

水反射体（約 17cm） 

コンクリート反射体（厚さ 1m） 
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3.2.2 妥当性確認 

液相高さを変化させた場合の実効増倍率を第2-5図に示す。SCALEコードで計算した実

効増倍率と、①式及び②式により評価した実効増倍率はどちらも水位低下に伴い単調減

少しており相似であることから、SCALEコードを使用した部分水位変化による実効増倍率

の単調減少傾向は妥当である。 

 

第2-5図 修正１群拡散理論に基づく近似式より求まる実効増倍率 
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気相部は飽和蒸気のみ（SCALEでの計算結果）

修正１群拡散理論に基づく方程式による評価結果

(参考)軸方向外挿距離×1.5

(参考)軸方向外挿距離×2

(第 2-4-2 図の体系を SCALE コードにより計算した値) 

(①式及び②式を用い計算した簡易評価値) 
(δzには文献に示される値を使用) 

(①式及び②式を用い計算した簡易評価値) 

  

 (①式及び②式を用い計算した簡易評価値) 

 
(δzには文献に示される値を 2倍したものを使用) 

(δzには文献に示される値を 1.5 倍したものを使用) 

近似式 

コードでの計算結果) 
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4. 解析に適用した品証プロセスの確認 

今回の未臨界性評価に係る解析の実施に当たっては、「原子力施設における許認可申請等に係る

解析業務の品質向上ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）に則った品質管理を実施

している。本ガイドラインでは、解析結果の検証を含め解析業務全般に対する審査を実施すること

が要求されており、今回解析業務の発注者である当社は、検証を含む審査を受注者が適切に行って

いることを確認することでもって解析結果の適切性を確認している。 

 

本ガイドライン規定項目のうち、解析コードの取り扱いや解析結果の確認に関する規定項目を抜

粋のうえ、各項目に対する具体的実施事項を第2-3表に示す。なお、「解析結果の審査、検証」につ

いて、本ガイドラインに記載される＜解説、事例等＞に沿って記載している。 
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第2-3表 「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」の適用確認（1/3） 

項 目 

（原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン） 実施事項 

確認結果 

○：実施 

×：未実施 番号 項目 規定内容 

4.2.2 
計算機プログラムの検証
※1 

【発注者（事業者）】 

(1) 発注者は，受注者によって使用する計算機プログラムが適正であること

が検証され，その検証方法及び登録方法を明確にして管理されていること

を確認すること。 

 

 

 

 

【受注者（解析者）】 

(1) 受注者は使用する計算機プログラムが適正であることを検証するための

検証方法や，適切に管理するための登録方法(登録リストによる管理方法

等)を明確にすること。 

(2) 受注者は(1)の方法に基づき，計算機プログラムが適正なものであること

を事前に検証し，受注者の組織が定めた登録リストにて管理すること。登

録管理を行わない計算機プログラムを使用する場合には，その都度，検証

を行うこと。 

(3) その登録リストには，検証された計算機プログラム名称及びバージョン

を明記すること。また，計算機プログラム名称が同じであってもバージョ

ンが相違する計算機プログラムを使用する場合は，改めて検証を行うこ

と。 

【発注者】 

  SCALEコードが適正なものであることが以下のとおり事前に検証されて

いることを確認した。（①既工事計画時点、②既工事計画時点と今回） 

①コードに付属のサンプル問題を実行し、解析解があらかじめ準備され

た参照解を再現した。 

②解析業務調達時におけるSCALEコードの運用環境について、開発機関

（ORNL）から提示された要件を満足している。 

 

【受注者】 

  SCALEコードの検証方法及び検証結果（ベンチマーク解析等によりコード

としてのＶ＆Ｖを実施済みであることを確認する等）を図書に纏めてい

る。またSCAELコードはソフトウェアリストに登録し管理している。 

  解析実施前に、SCALEコードの動作環境が適切であること、SFP未臨界性評

価に用いるための妥当性確認済みのプログラムであること等を確認して

いる。 

  登録リストにはプログラム名称及びバージョンを明記している。 

○ 

4.2.3 入力根拠の明確化 

【発注者（事業者）】 

(1) 発注者は，受注者が解析ごとの入力根拠を明確にしていることを確認す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

【受注者（解析者）】 

(1) 受注者は，業務計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした文書

を作成すること。 

【発注者】 

  今回解析に係る業務計画書に基づき受注者が作成する、入力条件を取り

纏めた図書において、以下のとおり入力根拠が明確になっていることを

確認した。 

・液膜厚さ、気相部水密度等の水分条件が当社指定の条件どおりであるこ

と。 

・燃料仕様やラック仕様の詳細（燃料材の径、被覆管内外厚さ、ラック内

のり等）について、設備図書に基づき設定されていること、又は既許認

可での設定条件と同じであること。 

 

【受注者】 

  入力条件の根拠を取り纏めた図書を作成した。 

○ 

4.2.4 入力結果の確認 

【発注者（事業者）】 

(1) 発注者は，受注者が計算機プログラムへの入力が正確に実施されたこと

を確認していることを確認すること。 

 

【受注者（解析者）】 

(1) 受注者は，計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことの確認を

行うこと。 

【発注者】 

  エコーバック※2されたデータにより、図書で定めたとおり適切に入力がな

されたことをチェックしていることを確認した。 

 

【受注者】 

   

○ 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 



 

 

- 別添2-15 - 

第2-3表 「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」の適用確認（2/3） 

項 目 

（原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン） 実施事項 

確認結果 

○：実施 

×：未実施 番号 項目 規定内容 

4.3 解析結果の審査※3，検証 

【発注者（事業者）】 

(1) 発注者は，受注者が解析結果の検証項目と内容を明確にし，検証を含む審

査状況を確認すること。 

 

＜解説、事例等＞ 

発注者は，受注者が解析結果を，以下の観点で審査していることを，添付1

「解析業務の業務フローチャートの例」に示すように，受注者の作業工程の

中で適宜確認する。 

 

・入力根拠を明確にしており，計算機プログラムへの入力を正確に実施して

いるか。 

・汎用表計算ソフトウェアを使用していることを明確にしており，必要な管

理をしているか。 

・解析結果が適切であることを確認しているか。 

 

【受注者（解析者）】 

(1) 受注者は，あらかじめ策定した業務計画書に従って解析結果の検証を含

む審査を行うこと。また，検証の結果を客観的な証拠によって示せるよう

にすること。 

(2) 受注者は，審査する者の活動内容を明確にして審査を行うこと。 

 

＜解説、事例等＞ 

(1)-① 解析結果は，以下の観点で審査を行う。 

 

・入力根拠を明確にしており，計算機プログラムへの入力を正確に実施し

ているか。また，過去に実績のある入力データを流用している場合は，

根拠を明確にしているか確認する。 

・汎用表計算ソフトウェアの使用を明確にしており，入力した計算式を事

前に検証して登録しているか。また，登録していない場合には，その都

度，検証しているか。  

・解析結果が受容できるものであることを次の例に示す方法で確認して

いるか。 

a. 類似解析結果との比較（適切な比較対象を選定すること。） 

b. 物理的又は工学的整合性の確認（解析結果を理論値や経験値と比較） 

【発注者】 

  原解析者以外の、適切な力量を有した検証者（兼、審査者）が、以下のと

おり解析結果を審査していることを確認した。 

・原解析者は、入力根拠を図書として整備し明確にしている。また原解析

者により、エコーバックされた入力がチェックされており、SCALEコー

ドへの入力が正確に実施されている。 

・解析業務において汎用計算ソフトウェアは使用していない。 

・解析結果が適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

【受注者】 

  解析結果が受容できるものであることについて、

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第2-3表 「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」の適用確認（3/3） 

項 目 

（原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン） 実施事項 

確認結果 

○：実施 

×：未実施 番号 項目 規定内容 

4.3 解析結果の審査※3，検証 

 

(1)-② 許認可申請用の解析に変更又は新規性が認められる場合には，デザインレ

ビュー等により適切か確認する。例として，以下のものがある。 

・新設計の燃料，炉心，系統・設備等を採用した場合 

・新しい解析手順又は計算機プログラムを適用した場合 

 

 

 

 

(1)-③ 新たに解析を行わずに過去の検証済みの解析結果をそのまま使用する場合

には，適用する設計インプットが同等であることを個々の使用ごとに検証

する。また，過去の検証済みの解析結果に適用された検証方法・内容程度

が(1)-①,②に記載する最新の手順と同等でない場合には，最新の手順に従

って改めて検証を行うか，又は不足分に対する追加の検証を行う。  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  液膜を考慮した解析は今回新たに実施している。 

 

 

 

○ 

4.5 解析業務の変更管理 

【発注者（事業者）】 

(1) 発注者は，解析結果に影響がある変更が発生した場合，受注者に対して変更内容

を確実に伝え，解析業務の変更管理を行わせること。 

(2) 発注者は，受注者が解析業務における変更を管理していることを確認すること。 

 

【受注者（解析者）】 

(1) 受注者は，解析業務に変更が生じた場合は変更内容を文書化し，解析業務の各段

階においてその変更内容を反映すること。 

【発注者】 

  解析条件変更の都度、変更内容を受注者へ伝えている。 

  受注者にて変更管理が行なわれていることを確認している。 

 

 

【受注者】 

  発注者より変更連絡があった都度、変更内容を文書化し、解析業務

の各段階においてその変更内容を反映している。 

○ 

 

※1 本ガイドラインにおいては、計算機プログラム並びに解析結果の適切性を確認する行為を指す。 

※2 計算機が読み込んだ入力データを出力として書き出したもの。 

※3 本ガイドラインにおいては、検証を含め解析業務全般を広い視点で確認する行為を指す。 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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5. まとめ 

今回解析結果について、以下に示す観点により、その妥当性を確認した。 

・既許認可において妥当性が確認されている類似解析結果と基本ケース解析結果を比較し

た結果、条件の差異に対して実効増倍率の増減の方向は適切であった。 

・SCALEコードを使用した実効増倍率は水位低下に伴い単調減少しており、修正１群拡散

理論に基づく近似式により求まる水位変化時の実効増倍率挙動と相似であった。 

 

また、今回解析業務において適用した品証プロセスの適切性を確認した。 

 

以 上 
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（参考１）JAERI-1254掲載値からの核定数算出について 

 

1. はじめに 

基本ケースの解析結果については、修正１群拡散理論に基づく近似式により求まる実効増倍率

の傾向と整合していることを確認している。実効増倍率の算出に使用した核定数は、JAERI-1254

（以下「文献」という。）で示される実験データより算出した。 

ここでは、文献の実験データを用いた核定数の算出過程を示す。 

 

2. 算出過程 

・TABLE2に掲載のある実験結果のうち、高浜１、２号機の15×15型燃料集合体のピンセル領域の

H/U（＝4.8）に近い1.50U格子を今回の数値算出対象とした。 

 

 

 

・TABLE10に、実験結果を内挿等して算出した臨界バックリングの値が掲載されている。1.50U格

子の場合0.00833cm－２である。 

 

 
 

・ここで、実効増倍率は以下の式が成り立ち、TABLE10は臨界バックリングの値であるので 

□   = 1が成り立つことから、下式が得られる。 

□   = □ 1 + □ □  
□ = 1 + □ □    ・・・① 
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・TABLE7には□ /□ の値が掲載されている。 

 

 

この□ /□ = □とおくと、□ = □ /□となるので①式に代入すると 

□ 
□ = 1 + □ □   

となり、整理すると下式が得られる。 

□ = □
1 − □ × □   

従って、□の値をTABLE7から、□  の値をTABLE10から適用すると、1.50U格子の移動面積□ は
以下のように求められる。 

□ = 28.71 − 28.7 × 0.00833 ≈ 37.7 
 

・軸方向、水平方向の反射体節約（両側の値）数値がTABLE6により与えられている。外挿距離が

反射体節約の片側、すなわちTABLE6記載値の半分に等しいとして、1.50U格子の外挿距離は、軸

方向で□ = 12.6/2 = 6.3、水平方向で□ = 17.0/2 = 8.5となる。 

 

 

 

以 上 
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（参考２）水分条件変化時の実効増倍率への影響評価 

 

1. はじめに 

今回解析では、既工事計画の水分条件と異なり、燃料集合体の内側と外側それぞれに異なる水分

条件を設定している。これらの水分条件が変化した際の実効増倍率影響に関する基礎データを得る

ために、燃料集合体の内側、若しくは外側のどちらか一方の水分状態を変化させた場合の実効増倍

率への影響を確認するパラメータスタディを実施した。 

 

2. 燃料集合体の内側の水分状態のみを変化させた場合 

燃料集合体の内側の水分状態、すなわち液膜厚さのみを変化させた解析を行った。解析条件を図

1に、解析結果を図2に示す。図2に示すとおり、液膜が厚くなるほど実効増倍率は高くなった。これ

は、核燃料の近くに減速材が多く存在するほうが実効増倍率は上がりやすいためである。 

 

図1 燃料集合体の中の水密度のみを変化させるパラメータスタディ 評価条件 

 

図2 燃料集合体の中のみを変化させるパラメータスタディ 評価結果 

これらの液膜厚さ条件における空間平均水密度

（3.1.1 項に記載のものに同じ。）を求め、それと

等しい空間平均水密度を発生させる流量（その流

量により液膜と液滴も発生する）を第 2X 軸に記載

した。なお、SFP 全面放水時の流量と液膜厚さの評

価式（包絡式）を用いて換算している。 

厚さ 0.5mm の液膜のみが形成されている状態での空

間平均水密度は約 0.0284g/cm３ 
 
流量 7500m３/h での液膜厚さ（0.38mm）、燃料集合体

間気相部水密度（0.0083g/cm３）での空間平均水密度

は約 0.0282 g/cm３ 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(1) 燃料集合体の外側の水密度のみを変化させた場合 

燃料集合体の外側の水分状態、すなわち燃料集合体外気相部水密度のみを変化させた解析

を実施した。解析条件を図3に、解析結果を図4に示す。図4に示すとおり実効増倍率は、燃料

集合体間の気相部水密度が0g/cm３から約0.1g/cm３に上昇するにつれて増加し、その後減少に

転じるが、水密度1g/cm３に向けて再度上昇しない点が既工事計画とは異なっている。本パラ

メータスタディでは、集合体間の水密度のみを変化させていることから、燃料集合体間の水

密度が約0.1g/cm３より大きくなる（中性子が隣接燃料へ到達するまでに燃料集合体間の水分

子に吸収されやすくなる）一方で、燃料集合体単体の反応度は増加することがないため、実

効増倍率は単調に減少したものである。 

 

 

図3 燃料集合体の外の水密度のみを変化させるパラメータスタディ 評価条件 

 

 
図4 燃料集合体の外のみを変化させるパラメータスタディ 評価結果 

 



 

 

- 別添2-22/E - 

3. まとめ 

図2及び図4の結果より、今回の評価体系においては、液膜厚さや燃料集合体外気相部水密度

が変化した場合、実効増倍率は以下の挙動を示すことを確認した。 

 

・液膜厚さが厚くなるほど、実効増倍率は大きくなる。 

・燃料集合体間の気相部水密度が0～約0.1g/cm３の範囲では、水密度が大きいほど実効増倍

率は増加する。 
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SFPへの注水・放水流量の設定について 
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1. はじめに 

使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）からの大量の水の漏えい時には、重大事故等への

対応に向け整備された手順に基づきSFPへ注水・放水を実施することとなっている。本資料で

は、未臨界性評価条件であるSFPへの流量について、各手順の設備構成、配備台数等を踏まえ

た、基本ケース条件及び不確かさを考慮した条件における条件設定及び設定根拠について説明

する。なお、SFPへ水を供給する行為のうち、直近まで施設された配管等を用いるもの（燃料取

替用水ポンプ等）を注水、スプレイヘッダ又は放水砲によるものを放水と呼称する。 

 

2. SFPからの大量の水の漏えい時における注水・放水手順及び設備保有台数 

SFPへの注水・放水に係る手順の実施判断フローを第1-1図に、SFP注水設備の構成を第1-2図

に、放水砲による放水時の設備構成を第1-3図に、各注水・放水手順における水源、送水ポンプ

及びポンプ台数を第1表に示す。 

 

  



 

 - 別添3-2 - 

 

第1-1図 SFPへの注水・放水に係る手順の実施判断フロー 

 

  

アクセス可能 
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第1-2図 SFP注水設備の構成 

 

今回の未臨界性評価においては、重大事故等対策のため整備しているSFPへの注水・放水に

係る手順をもとに流量を設定する。 

プラント通常運転時においてもSFP水は大気中へ自然蒸散するため、恒常的にSFP水位を監視

し定期的にSFP水を補給しているが、当該補給時は手順②－１を用いて実施しており、手順②

－２にて実施した実績は無い。 

事故発生時は事故時向けに整備する手順書を用いて対応に当たること、手順②－２は恒常的

に実施している手順でもないことから、今回未臨界性評価条件の流量条件を設定するに当たっ

ては、手順②－２による流量は考慮しないこととする。 
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第1-3図 放水砲による放水時の設備構成 
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第1表 SFPへの注水・放水手順における水源、送水ポンプ及びポンプ配備台数 

 
手順 

番号 
整備する社内標準 水源 送水ポンプ 

ポンプ 

使用台数 

ポンプ 

配備台数 

放水設備 

設備 使用台数 配備台数 

注水 

手順 

① 事故時操作所則 燃料取替用水タンク 燃料取替用水ポンプ 1台 2台 

－ 

②－１ 
通常時操作所則※1 

事故時操作所則※1 
2次系純水タンク 

2次系純水ポンプ 1台 3台 

②－２ 通常時操作所則 脱気水ポンプ※2 1台※2 2台※2 

③ SA所達※3 1,2号淡水タンク 
ディーゼル消火ポンプ 

又は電動消火ポンプ 
1台 各1台 

④ SA所達※3 2次系純水タンク 消防ポンプ 1台 1台 

⑤ SA所達※3 1次系純水タンク 1次系純水ポンプ 1台 2台 

⑥ SA所達※3 海水 送水車 1台 5台※4 

放水

手順 

① SA所達※3 海水 送水車 1台／1SFP 3台※5 
スプレイ 

ヘッダ 
1台／1SFP 3台※7 

② SA所達※3 海水 
大容量ポンプ 

（放水砲用） 
2台／2SFP 3台※6 放水砲 2台／2SFP 3台※7 

※1 通常時操作、事故時操作どちらにも整備している手順であり、注水時の系統構成は同じ。 

※2 通常操作の手順であるため、流量設定条件として考慮しない。 

※3 高浜発電所 重大事故発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達。 

※4 高浜１号機用に2台、高浜２号機用に2台、共用予備1台の計5台を配備。 

※5 高浜１号機用に1台、高浜２号機用に1台、共用予備1台の計3台を配備（海水注水に使用する送水車の内数）。 

※6 高浜１・２号機共用で2台、共用予備1台の計3台を配備。 

※7 高浜１号機用に1台、高浜２号機用に1台、共用予備1台の計3台を配備。 
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3. 各手順における流量条件設定 

各手順でのポンプ使用台数及び設備の配備状況を踏まえ、未臨界性評価で使用する流量条件

を検討する。 

 

3.1 流量設定の考え方 

3.1.1 SFP注水手順の流量 

SFPへの注水に係る各手順によるSFPへの流入流量設定における各条件の具体的考

え方は以下のとおりである。 

 

(1) 恒設設備を使用する手順 

a. 実際の施設ラインで通水した実測値があるもの 

実測値を使用する。（対象手順：注水手順②、③） 

 

b. 実際のラインで通水した実測値が無いもの（対象手順：注水手順①、⑤） 

第2図に示すとおり、ポンプの揚程曲線と、高浜発電所でのSFP注水手順において

整備している注水時の具体的な設備・系統構成を踏まえた水頭差や配管圧損等によ

り評価した損失揚程曲線の交点における流量を使用する。 

 

第2図 揚程曲線を用いた流量設定の概要 

 

(2) 可搬型設備を使用する手順 

ポンプの揚程曲線と、設備構成を踏まえた水頭差や配管圧損等により評価した損失

揚程曲線の交点における流量を使用する。 

（対象手順：注水手順④、⑥） 
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3.1.2 SFP放水手順の流量 

SFPへの放水に係る各手順によるSFPへの流入流量設定の考え方は以下のとおり。 

(1) スプレイヘッダを用いて放水する手順 

放水設備であるスプレイヘッダの仕様上限値を設定する。なお、大規模損壊時にお

ける対応として、化学消防自動車を用いたスプレイ手順を別途整備しているが、当該

手順は送水車が起動できない場合に実施する手順であり、且つスプレイヘッダの配備

台数は各号機に1台であることから、化学消防自動車と送水車によるスプレイを同時

に実施することは想定しない。 

（対象手順：放水手順①） 

 

(2) 放水砲を用いて放水する手順 

放水砲による放水時は第1-3図に示すように、放水砲入口の必要圧力を確保するた

め、大容量ポンプ（放水砲用）を2台直列に1ライン敷設し、2台目の大容量ポンプ（放

水砲用）の出口から分岐管により各号機向けへ2ラインに分岐させ放水砲を接続する

系統構成としている。よって当該手順での流量設定においては、配備されている型式

の異なる3種類の大容量ポンプ（放水砲用）のうち、最も容量が大きいポンプと2番目

に容量が大きいポンプを直列することを想定し、各号機へは大容量ポンプ（放水砲用）

による流量が2等分された状態で放水されるとして設定する。 

（対象手順：放水手順②） 

 

3.2 配管圧損評価について 

圧損揚程曲線の策定に必要となる取水源から移送先までの配管及び弁類圧損等は、以下

に示すダルシーの式に基づき算出する。 

H = ∑f  
 

  
  + ∑k   

    ・・・（１） 

Re =   
ν             ・・・（２） 

 

なお、系統中にはエルボ、ベンド等が存在するが、それら配管形状抵抗や弁の抵抗につ

いては等価直管長（L／D）にて考慮する。また、レジューサ（拡大／縮小）部や配管出入

口部の配管形状による抵抗は、抵抗係数kにて考慮する。各配管要素の等価直管長さの代

表例を第2表に、抵抗係数の代表例を第3表に示す。 

上式にて算出される配管等の圧損及び取水源－移送先間の静水頭差より、圧損揚程曲線

を策定する。 

H 損失水頭(m) 

f 

 (m/s2) 
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第2表 各配管要素の等価直管長※ 

配管要素 等価直管長 L/D 備考 

90°エルボ 20  

45°エルボ 16  

ティー（ラン） 20 流れの方向が変わらない場合 

ティー（ブランチ） 60 流れの方向が変わる場合 

仕切弁 13 弁メーカによる設計値を使用 

逆止弁 135 弁メーカによる設計値を使用 

※「FLOW OF FLUIDS THROUGH VALVES，FITTINGS AND PIPE Technical Paper No.410」

(CRANE CO、1999) 

 

第3表 各配管要素の抵抗係数※ 

配管要素 抵抗係数 k 備考 

配管入口 0.5 形状が平面接続型の場合 

配管出口 1.0  

レジューサ（拡大）  1 − Ｄ
ＯＵＴ

２

Ｄ
ｉｎ

２
 
２

  
Ｄｉｎ：入口配管内径 

ＤＯＵＴ：出口配管内径 

レジューサ（縮小） 0.5 ×  1 − Ｄ
ＯＵＴ

２

Ｄ
ｉｎ

２
  Ｄｉｎ：入口配管内径 

ＤＯＵＴ：出口配管内径 

※「FLOW OF FLUIDS THROUGH VALVES，FITTINGS AND PIPE Technical Paper No.410」

(CRANE CO、1999) 

 

4. 基本ケース条件の設定について 

基本ケース条件には原則、実態により則した条件を設定する観点から、重大事故等への対応

に向け整備された手順に基づき設定するものとし、実施手順数及び系統内ポンプの使用台数に

ついては以下の前提を置く。 

 

a. 実施手順数 

SFPへの注水・放水に係る全手順の同時実施を想定する。なお各手順の設備構成、水源の容

量及び対応要員数の観点より、全手順を同時に実施することは可能である。 

 

b. 各手順における系統内ポンプの使用台数 

1手順当たり1台とする。 

 

上記の前提に基づき、各手順における基本ケース条件の流量を設定する。 
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(1) 燃料取替用水タンクからの注水流量（注水手順①） 

注水手順①については、3.1.1.(1)b.に示すとおり、恒設設備を使用し、実測値が無い手順

であるため、圧損揚程曲線を策定のうえ流量を評価する。なお、本手順は第1-2図に示すとお

り手順⑤と注水ラインを一部共有していることから、同時実施時におけるライン共有部の圧

損増加を考慮し評価する。 

 

・静水頭差等の条件 

第4表に取水源及び移送先（SFP）のエレベーションを踏まえた静水頭差を示す。 

 

第4表 水源と移送先の静水頭差（手順①） 

 手順① 備考 

取水源 E.L.  タンク100％水位E.L. 

移送先 E.L. SFP戻り配管放出端 

静水頭差(移送先E.L.－取水源E.L.) -10.53m － 

 

・注水時の系統構成 

注水時の具体的手順を第3図に、手順に示される対応により構成される系統の概要を第4

図に示す。手順では、赤で示す系統上のオリフィスを通過して注水されることとなる。オ

リフィス通水時に発生する圧損は、オリフィス口径と配管内径より算出される断面積比に

対し抵抗係数を算出し、ダルシーの式より求める。系統上オリフィスの概要を第5図に、圧

損計算に使用した系統情報を第5表に示す。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第3図 燃料取替用水ポンプを用いたSFPへの注水における具体的実施手順 

（高浜発電所１号機 事故時操作所則抜粋） 

 

 

  

 

 

 

 
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第4図 燃料取替用水ポンプを用いてSFPへ注水する際の系統構成概要 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5図 系統上オリフィスの概要 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第5表 系統内配管情報（燃料取替用水ポンプからの注水手順） 

配管仕様 [インチ] 2 3 4 8 

内径[mm]  

総配管長さ [m] 1.1 86.0 0.8 14.6 

90°エルボ数 [個] 2 29 － 3 

45°エルボ数 [個] － 6 1 － 

ティー（ラン）[個] － － － － 

ティー（ブランチ）[個] － 5 1 － 

仕切弁[個] － 7 － 1 

逆止弁[個] － 1 － － 

レデューサ（2×3）[個] 2 － － － 

レデューサ（3×2）[個] 1 － － － 

配管入口 [個] － 1 － － 

配管出口 [個] － － 1 － 

 

・評価結果 

評価結果を第6図に示す。ポンプ揚程曲線と圧損揚程曲線が交わる流量は、約21m３/hで

あり、基本ケース条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第6図 手順①におけるポンプ揚程及び性能曲線との関係 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 2次系純水タンク（2次系純水ポンプ使用）からの注水流量（注水手順②） 

注水手順②については、3.1.1(1)a.に示すとおり恒設設備を使用し、実測値がある手順で

あるため、実測値を使用する。実測値は第7図に示すとおり、約5m３/hであり、基本ケース条

件の設定においては当該流量を使用する。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第7図 2次系純水ポンプ 流量出典（水張ライン使用時の実測値） 

  

(3) 1,2号淡水タンクからの注水流量（注水手順③） 

注水手順③については、3.1.1(1)a.に示すとおり恒設設備を使用し、実測値がある手順

であるため、実測値を使用する。実測値は第8図に示すとおり、約22m３/hであり、基本ケー

ス条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第8図 消火栓を用いた注水 流量出典 

 
(4) 2次系純水タンク（消防ポンプ使用）からの注水流量（注水手順④） 

注水手順④については、3.1.1(2)に示すとおり、可搬型設備を使用する手順であるため、

ポンプ揚程曲線を用い系統圧損等を踏まえ評価する。 

 

・評価条件 

第6表に取水源及び移送先（SFP）のエレベーションを踏まえた静水頭差を示す。 

 

第6表 水源と移送先の静水頭差（手順④） 

 手順④ 備考 

取水源 E.L.  

 

タンク100％水位E.L. 

移送先 E.L. SFPフロアE.L. 

静水頭差(移送先E.L.－取水源E.L.) -14.27m － 

 

また、圧損計算に使用した系統情報を第7表に示す。なお、ホース敷設長さは、高浜１号

及び２号機それぞれへの敷設ルートの最短ルート（１号機東側シャッターからの敷設ルー

ト）の長さとした。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第7表 系統内配管情報 

ホース情報 備考 

敷設ホース仕様   

 

 

－ 

内径[mm] 当該ホース仕様における省令上の内径上限値 

敷設長さ [m] 最短敷設ルートでの敷設長さ 

 
・評価結果 

評価結果を第9図に示す。ポンプ揚程曲線と圧損揚程曲線が交わる流量は約95m３/hであ

り、基本ケース条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第9図 消防ポンプ 流量出典 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(5) 1次系純水タンクからの注水流量（注水手順⑤） 

注水手順⑤については、3.1.1(1)b.に示すとおり、恒設設備を使用し、実測値が無い手順

であるため、圧損揚程曲線を策定のうえ流量を評価する。なお、本手順は第1-2図に示すとお

り手順①と注水ラインを一部共有していることから、同時実施時におけるライン共有部の圧

損増加を考慮し評価する。 

 

・静水頭差等の条件 

第8表に取水源及び移送先（SFP）のエレベーションを踏まえた静水頭差を示す。 

 

第8表 水源と移送先の静水頭差（手順⑤） 

 手順⑤ 備考 

取水源 E.L.  

 

タンク100％水位E.L. 

移送先 E.L. SFP戻り配管放出端 

静水頭差(移送先E.L.－取水源E.L.) -0.43m － 

 

・注水時の系統構成 

注水時の具体的実施手順を第10図に、手順に示される対応により構成される系統のライ

ンナップを第11図に、圧損計算に使用した系統情報を第9表に示す。 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第10図 1次系純水ポンプを用いたSFPへの注水における具体的実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第11図 1次系純水ポンプを用いてSFPへ注水する際の系統構成概要 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第9表 系統内配管情報（手順⑤） 

配管仕様 [インチ] 2 3 4 8 

内径[mm]  

総配管長さ [m] 33.0 58.7 50.3 14.6 

90°エルボ数 [個] 8 19 12 3 

45°エルボ数 [個] － 2 3 － 

ティー（ラン）[個] － － － － 

ティー（ブランチ）[個] 3 3 4 － 

仕切弁[個] 1 5 3 1 

逆止弁[個] 1 － 2 － 

レデューサ（2×3）[個] 2 － － － 

レデューサ（2×4）[個] 1 － － － 

レデューサ（3×2）[個] 2 － － － 

レデューサ（4×3）[個] － 2 － － 

配管入口 [個] － － 1 － 

配管出口 [個] － － 1 － 

 

・評価結果 

評価結果を第12図に示す。ポンプ揚程曲線と圧損揚程曲線より求まる流量は、約39m３/h

であり、基本ケース条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12図 手順⑤におけるポンプ揚程及び性能曲線との関係 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(6) 海水（送水車使用）からの注水流量（注水手順⑥） 

注水手順⑥については、3.1.1(2)に示すとおり、可搬型設備を使用する手順であるため、

ポンプ揚程曲線を用い系統圧損等を踏まえ評価する。 

 

・評価条件 

第10表に取水源及び移送先（SFP）のエレベーションを踏まえた静水頭差を示す。 

 

第10表 水源と移送先の静水頭差（注水手順⑥） 

 手順⑥ 備考 

取水源 E.L.  

 

タンク100％水位E.L. 

移送先 E.L. SFPフロアE.L. 

静水頭差(移送先E.L.－取水源E.L.) 28.8m － 

 

計算に使用した系統情報を第11表に示す。なお、ホース敷設長さは、１号及び２号機そ

れぞれへの敷設ルートの最短ルート（１号機西側シャッターからの敷設ルート）の長さと

した。 

 

第11表 系統内配管情報（注水手順⑥） 

ホース情報 備考 

敷設ホース仕様   

 

 

－ 

内径[mm] 当該ホース仕様における省令上の内径上限値 

敷設長さ [m] 最短敷設ルートでの敷設長さ 

 
・評価結果 

評価結果を第13図に示す。ポンプ揚程曲線と圧損揚程曲線が交わる流量は約260m３/hで

あり、基本ケース条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第13図 送水車 流量出典 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(7) 送水車を使用したスプレイヘッダによる放水流量（放水手順①） 

放水手順①については、3.1.2(1)に示すとおり、放水設備であるスプレイヘッダの仕様上

限値として、第14図に示すとおり約____m３/hとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14図 スプレイヘッダを用いた放水手順の流量 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(8) 大容量ポンプ（放水砲用）を使用した放水砲による放水流量（放水手順②） 

放水手順②については、3.1.2(2)に示すとおり、配備されている大容量ポンプ（放水砲用）

の型式及び設備構成を踏まえ設定する。なお、大容量ポンプ（放水砲用）にはポンプ入口ま

で海水を送水する水中ポンプが備わっており、水中ポンプは油圧駆動でポンプインペラを回

転させ水を吐出する構造となっている。流量増加の際はインペラへ油圧をかけることになる

が、大容量ポンプ（放水砲用）の揚程曲線上の最大送水量において作動油圧上限値に達し、

当該上限値以上の油圧が水中ポンプにかかることがない機構となっているため、大容量ポン

プ（放水砲用）の流量が当該上限値以上となることはない。 

具体的には、高浜発電所に配備されている大容量ポンプ（放水砲用）の型式はそれぞれ第

12表に示す3種類があり、各型式の流量送水量は第15-1図～第15-3図に示すとおりそれぞれ

_____ m３/h（型式：HS900）、_____ m３/h（型式：HS900N）、_____ m３/h（型式：HS1200）

である。これらを直列に2台接続する場合の最大送水量は_____ m３/h（HS900及びHS1200を用

いる場合に送水量が最大となる。送水量は、ポンプを2台直列に接続する運用であることか

ら容量の低い方のポンプと同値になる。）となることから、放水砲からの流量は_____ m３/h

を2等分した___ m３/hとなる。 

 

 

第12表 高浜１・２号機に配備している大容量ポンプ（放水砲用）の型式 

型式 
HS900 

（１，２号機共用） 

HS900N 

（１，２号機共用） 

HS1200 

（共用予備） 

既工事計画記載値 _____ m３/h以上 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第15-1図 大容量ポンプ（放水砲用） 流量出典（HS900） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15-2図 大容量ポンプ（放水砲用） 流量出典（HS900N）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第15-3図 大容量ポンプ（放水砲用） 流量出典（HS1200） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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5. 不確かさを考慮した条件の設定について 

不確かさを考慮した条件の設定に際しては、重大事故等への対応に向け整備された手順に示され

る具体的記載事項を踏まえ、以下の考え方に基づき設定する。 

 

a. 実施手順数 

基本ケース条件と同様にSFPへの注水・放水に係る全手順の同時実施を想定する。 

 

b. 各手順における系統内ポンプの使用台数 

系統内ポンプの使用台数は、手順上からは1台と読み取れるが、運転ポンプを切替える場合に

は一時的に複数台分の流量が吐出される可能性があることから、不確かさとして系統内に設置さ

れるポンプが全数起動することを考慮する。なお、ポンプの複数台起動を想定するに当たり、ポ

ンプの設計揚程曲線は第16図に示すとおり、ポンプ1台時の設計揚程曲線の流量にポンプ台数を

乗じて求められる曲線を使用する。また、ポンプ1台での通水時の実測値がある手順については、

流量増加に伴う配管圧損増加の影響を無視する保守的な設定として、ポンプ1台での通水実績（基

本ケース条件）にポンプの系統内設置台数を乗じることで算出する。 

 
第16図 ポンプ複数台使用時の揚程曲線設定（2台使用時の概要） 

 

 

上記の前提及び3.1に示す具体的考え方に基づき、各手順における流量の不確かさを考慮した

条件を設定する。なお、基本ケース条件からの変更点は、使用するポンプ台数の増加であり、系

統圧損の評価手法及び水源－SFPの水頭差は変わらないことから、以降では①での系統構成及び

各手順での評価結果のみを示す。 

 

  

揚
程 
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(1) 燃料取替用水タンク及び1次系純水タンクからの注水流量（注水手順①及び手順⑤） 

評価する手順①での系統概要を第17図に、ポンプの起動台数を全数とした評価結果を第18-1

及び第18-2図に示す。ポンプの揚程曲線と圧損揚程曲線が交わる流量は、手順①で約21m３/h、

手順⑤で約42m３/hであり、不確かさを考慮した条件の設定においては当該流量を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17図 手順①における不確かさを考慮した流量を計算する際の系統構成概要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第18-1図 手順①におけるポンプ揚程及び性能曲線との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18-2図 手順⑤におけるポンプ揚程及び性能曲線との関係 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 2次系純水タンク（2次系純水ポンプ使用）からの注水流量（注水手順②） 

3.1.1(1)a.に示すとおり恒設設備を使用し、実測値がある手順であるため、基本ケース条

件にポンプ台数を乗じた値として5m３/h×3台＝15m３/hを、不確かさを考慮した条件として使

用する。 

 

(3) 1,2号淡水タンクからの注水流量（注水手順③） 

3.1.1(1)a.に示すとおり恒設設備を使用し、実測値がある手順であるため、基本ケース条

件にポンプ台数を乗じることとし、さらに接続消火栓の数（3箇所）も乗じた値として、22m

３/h×2台×3箇所＝132m３/hを、不確かさを考慮した条件として使用する。 

 

(4) 2次系純水タンク（消防ポンプ使用）からの注水流量（注水手順④） 

ポンプの系統内設置台数は基本ケース条件と同じであることから、不確かさを考慮した条

件は基本ケース条件と同じ95m３/hを使用する。 

 

(5) 海水（送水車使用）からの注水流量（注水手順⑥） 

ポンプの系統内設置台数は基本ケース条件と同じであることから、不確かさを考慮した条

件は基本ケース条件と同じ260m３/hを使用する。 

 

(6) 送水車を使用したスプレイヘッダによる放水流量（放水手順①） 

ポンプの系統内設置台数は基本ケース条件と同じであることから、不確かさを考慮した条

件は基本ケース条件と同じ____m３/hを使用する。 

 

(7) 大容量ポンプ（放水砲用）を使用した放水砲による放水流量（放水手順②） 

ポンプの系統内設置台数は基本ケース条件と同じであることから、不確かさを考慮した条

件は基本ケース条件と同じ____m３/hを使用する。 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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6. 系統に複数台設置されるポンプの起動台数の考え方について 

流量の基本ケース条件の設定に当たっては、原則最確値を設定する観点から、1手順につき1台の

起動を想定している。手順によっては系統内に複数台のポンプが設置されているものがあるが、そ

れらは事故時の対応に多重性を持たせるため、あるいは点検や故障等のため使用できない場合にお

けるバックアップの位置づけである。また、第19図に実際の事故時に使用する手順書の例を示すが、

注水ラインの形成に当たっては片側ラインずつ形成する前提としていることも読み取れることか

ら、1手順につき1台の起動を想定することは妥当と判断している。 

一方で、不確かさを考慮した条件の設定に当たっては、運転ポンプを切替える場合に一時的に複

数台分の流量が吐出される可能性を考慮し、ポンプを全数起動することを想定した値を設定する｡ 

なお､仮に全数を起動させたとしても系統圧力等の観点から設備に悪影響を与えることはない。 
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第19図 事故時の対応（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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7. 全手順同時実施の成立性確認 

流量条件の設定に当たっては、重大事故等への対応に向け整備した全手順が同時に実施されるこ

とを想定しているが、各手順で使用する水源の容量や手順実施に必要となる人員の数及び手順ごと

の所要時間を踏まえ、全手順同時実施の成立性を確認した。なお、本項では不確かさを考慮した流

量での成立性を確認し、そうすることで基本ケース条件での同時実施成立性の確認を兼ねる。 

海水以外を水源とする手順における水源の容量を第13表に示す。また、SFPからの大量の水の漏

えい発生時における対応フロー及び手順の有効性確認において使用されている各手順の所要時間

を踏まえ、各手順を順に実施した場合の想定タイムチャートを第20図に示す。不確かさを考慮した

流量で各水源を使用したとしても、放水砲による放水を実施するまで連続で水を補給することが可

能である。また、より人員が必要となる放水砲による放水手順を、他手順を実施したのちに実施す

る想定としており、要員数の観点からも想定タイムチャートは成立しうるものである。 

よって、不確かさを考慮した流量による全手順の同時実施は、要員や水源容量を踏まえても成立

しうる。 

 

第13表 使用済燃料ピットへの水補給において使用する水源の容量について 

水源 
容量 

（補給可能水量） 

不確かさを考慮した流量

での連続補給可能時間※3 

補給開始から放水砲による放水

までの時間（第20図より） 

燃料取替用水タンク 1,325m３ ※1 約63時間 約9時間 

2次系純水タンク 2,700m３ ※2 約25時間※4 約4時間 

1，2号機淡水タンク 
15,600m３ 

(3,120m３ ※2×5基) 
約118時間 約6時間 

1次系純水タンク 510m３ ※2 約12時間 約3.5時間 

※1:保安規定値。 

※2:有効水量として評価した値。 

※3:容量をSFP内に全量補給可能な水量として計算した値。 

※4:2次系純水ポンプ及び消防ポンプ使用手順の流量合計を使用し計算した値。 

 

 

第20図 全手順同時実施を想定したタイムチャート 
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8. まとめ 

高浜１、２号機の未臨界性評価条件となるSFPへの流入流量について、各手順の系統構成及び設

備配備台数等を踏まえ、基本ケース条件及び不確かさを考慮した条件を評価した。3.で示した流量

設定の考え方に基づき、4.及び5.で求めた各手順の流量評価結果を第14-1,2表に纏める。 

未臨界性評価における流量の基本ケース条件及び不確かさを考慮した条件は、注水・放水手順の

流量合計値として、それぞれ______ m３/h、_____ m３/hとなる。 

   

第14-1表 SFPへの注水手順の流量評価結果一覧 

注水手順(ポンプ) 
基本ケース 

流量 

不確かさを 

考慮した流量 
根拠 

①燃料取替用水タンク(燃料取替用水ポンプ) 21m３/h 21m３/h ポンプ揚程曲線 

②2次系純水タンク(2次系純水ポンプ) 5m３/h 15m３/h 実測値 

③1,2号淡水タンク(消火ポンプ-消火栓) 22m３/h 132m３/h  実測値 

④2次系純水タンク(消防ポンプ) 95m３/h 95m３/h ポンプ揚程曲線 

⑤1次系純水タンク(1次系純水ポンプ) 39m３/h 42m３/h ポンプ揚程曲線 

⑥海水(送水車) 260m３/h 260m３/h ポンプ揚程曲線 

合計 442m３/h 565m３/h － 

 

第14-2表 SFPへの放水手順の流量評価結果一覧 

放水手順 基本ケース流量 不確かさを考慮した流量 根拠 

①送水車によるスプレイ ___ m３/h ____ m３/h スプレイヘッダの仕様上限 

②大容量ポンプ（放水砲

用）による放水 
___ m３/h ____ m３/h 

大容量ポンプ（放水砲用） 

の仕様上限 

合計 ___ m３/h ____ m３/h － 

 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参考１）系統圧損を考慮した流量算出方法に関する補足説明 

 

今回未臨界性評価の流量条件を設定するに当たり、基本ケースの流量については系統内ポンプ1台

を起動した場合の流量とし、不確かさを考慮した流量については系統内ポンプの全数を起動した場合

の流量としている。系統内に複数台のポンプが設置される場合の系統概要を図1に示すが、ポンプ入

口分岐部からポンプ出口合流部までの各ポンプの配管長さ等が異なる場合、これらの違いを踏まえ流

量が保守的に算出される手法で評価している。以下に、複数台ポンプ起動時の流量算出方法に関して

補足する。 

 

 

図1 ポンプが複数台設置される系統の概要 

 

【ポンプ1台起動の場合の流量】 

ポンプ起動台数を1台とする基本ケースの流量を求める際は、各ラインの等価直管長を算出したうえ

で、流量が大きくなるように、配管抵抗（等価配管長、配管径及び流量により求まる）が小さいライン

での流量を算出している。例えば図1において配管抵抗がA系＞B系の場合、ポンプ1台起動時の圧損揚

程曲線は図2のようになり、より多くの流量が流れるQBを用いることとしている。 
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図2 基本ケースの流量（ポンプ起動台数は1台）の算出手法概要 

 

【ポンプの複数台起動を想定した流量】 

ポンプ起動台数を全数とする、不確かさを考慮した流量を求める際は、ポンプ入口分岐部からポン

プ出口合流部までの長さを、配管抵抗が小さい方のラインにそろえる仮定としている。また、上述の仮

定を置くことに伴い、ポンプ揚程曲線として、ポンプ1台時の設計揚程曲線の流量にポンプ台数を乗じ

て求められる曲線を使用することとした（これにより、図1に示す系統において2台のポンプを同時に

起動した場合の流量Qは、Q=2QA＝2QBとなる）。 

不確かさを考慮した流量の評価概要を図3に示す。ポンプ1台時の揚程曲線の流量にポンプ台数を乗

じて求めた揚程曲線と、系統圧損との交点Q’を用いることとした。なお、実際の両ライン配管抵抗の

合計値は、等価配管長等の差分の分だけ大きくなるところ、両ライン共に配管抵抗が小さい側である

と仮定する本手法は、配管抵抗を小さく見積もる、すなわち流量を大きくする設定となっている。 

 

 

図3 不確かさを考慮した流量（ポンプ起動台数は全数）の算出手法概要 
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なお、上述のとおり、入口分岐部から各ポンプ入口まで、及びポンプ出口から出口合流部までの配管

長さ等が異なる場合があることを踏まえた保守的な流量算出方法を採用しているが、実際には各ポン

プは近接した箇所に配置されており、A系及びB系の等価配管長にほとんど差はなく、それに起因する

圧損差は、水源からSFPまでの全揚程に対して小さい。 

よって、今回の手法を用い算出した結果は、各系列の配管長さ等を正確に考慮した場合の流量算出

結果をよく近似できていると言える。 
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（参考２）実測値があるSFPへの注水手順を整備した社内標準（抜粋） 

 

【2次系純水タンク（2次系純水ポンプ使用）からの注水（注水手順②）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高浜発電所 事故時操作所則（抜粋） 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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【1,2号淡水タンクからの注水（注水手順③）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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【2次系純水タンク（消防ポンプ使用）からの注水（注水手順④）】 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参考３）大容量ポンプ（放水砲用）による放水手順を整理した社内標準（抜粋） 

 

【大容量ポンプ（放水砲用）による放水手順】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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実機スプレイ設備を用いた液滴径計測試験及び液滴条件設定について 
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1. はじめに 

使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）未臨界性評価における水分条件である気相部水密

度の算出に必要な放水中液滴の落下速度については、スプレイヘッダ及び放水砲による放水の

液滴径より計算している。今回評価では、スプレイヘッダ実機を使用した試験により取得した

液滴データを踏まえた値を、放水砲由来の液滴にも設定することとしている。本資料では、ス

プレイヘッダ実機を用い実施した液滴径計測試験について、及び試験結果を踏まえた基本ケー

ス条件及び不確かさを考慮した条件の設定について説明する。 

 

2. スプレイヘッダ実機を用いた液滴径取得試験 

2.1 試験目的 

気相部水密度の算出式(Q/A･V)[g/cm３]（Q：流量[g/s] A：面積[cm２] V：液滴下降速度

[cm/s])により評価するが、液滴の下降速度を算出するには放水中の液滴径が必要となる

ことから、スプレイヘッダ実機を用いた試験によりスプレイ時の液滴径データを取得する。 

 

2.2 試験方法 

第1図に示すように、SFP類似設備にてスプレイヘッダにより放水を行い、燃料ラック頂

部高さ相当位置での液滴径を測定した。測定点の配置（平面図）を第2図に示す。 

スプレイ時の液滴を、シリコンオイルで満たされた容器に捕獲し、シリコンオイル表面

に浮かんだ液滴を画像処理によりサンプリングし、液滴径分布を取得した。液滴捕獲装置

の概要を第3図に示す。 

流量等の諸条件は、スプレイ設備の運用を踏まえ第1表に示すとおり設定した。また、本

試験は計2回行った。 

第1表 試験条件 

使用設備 
スプレイヘッダ 

可搬型消防ポンプ 

流量等  

水 水道水（常温） 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1図 液滴径測定試験 試験体系及び試験の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2図 液滴径分布測定位置（平面図） 

 

 

第3図 液滴捕獲装置の概要及び取得液滴の様子 

1200mm   600mm 

放水状況 

5m 

5m 

[mm] 
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3. 試験結果及び考察 

3.1 試験結果 

2回の試験で得られた液滴径ごとの個数割合をグラフにしたものを第4-1図及び第4-2図

に示す。使用済燃料ラック上部におけるスプレイ水は、液滴径0.2～0.4mmの液滴が個数と

しては支配的であり、液滴径が大きくなるにつれ、徐々に個数が減少していく傾向にある。 
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測定点① 

 

 

測定点② 

 

 

第4-1図(1/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 
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測定点③ 

 

 

測定点④ 

 

 

第4-1図(2/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 
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測定点⑤ 

 

 

測定点⑥ 

 

 

第4-1図(3/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 
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測定点⑦ 

 

 

測定点⑧ 

 

 

第4-1図(4/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 
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測定点① 

 

 

測定点② 

 

 

第4-2図(1/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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測定点③ 

 

 

測定点④ 

 

 

第4-2図(2/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]



 

 - 別添4-10 - 

 

測定点⑤ 

 

 

測定点⑥ 

 

 

第4-2図(3/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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測定点⑦ 

 

 

測定点⑧ 

 

 

第4-2図(4/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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3.2 試験結果の考察 

第4-1図及び第4-2図に示す試験データ（第1回目と第2回目）の試験結果より、試験ごと

に8点計測したすべての計測点において、数百個以上取得された液滴の個数割合分布が0.2

～0.4mmで支配的となっていることから、試験回数を増やしたとしても液滴個数割合の分

布形状は大きく変わることはなく、また測定点以外の箇所であっても同様の液滴径の分布

をとることが推定される。 

液滴や周囲の気体の流れは、流量等の試験条件が一定であっても変動を伴うことから、

結果として生じる液滴径にはばらつきが生じる。加えて、実際のスプレイでは飛程のなか

で衝突/分裂等も生じ、これらもばらつきの要因となる。 

本試験では、上記のばらつきの分布を把握できるように各計測点においてそれぞれ数百

個以上の液滴を計測した。これら多数のデータについて正規確率プロット（詳細は以下参

照）を用いて正規性の確認を行ったところ、各計測点とも対数正規分布に近い液滴径分布

を得た。計測結果に正規性があるということは、一般に自然現象としてのばらつきを再現

したサンプリングと捉えることができる。 

なお、既往の研究にて、ノズルから噴出された水が液滴に微粒化するまでの過程を確率

的にモデル化した場合の粒径分布が対数正規分布で近似され、実際に測定した粒径分布と

も良好に一致すること１、種々のスプリンクラースプレイノズルを用いた試験で取得した

粒径分布が対数正規分布で近似されたことが知られて２おり、これらからも、各測定点で

の個数分布割合が対数正規性を有していた今回試験結果は妥当と考えられる。 

また、試験データがスプレイヘッダの液滴の特徴を代表した液滴データを取得できてい

るかを確認するため、全測定点のデータを合算したもの（第5図）と、放水方向の直線上に

位置する点のうち放水分布図の中心付近に位置し計測点を代表していると考えられる⑤

点（第1回試験及び第2回試験）について、個数割合取得結果に対する検定を有意水準5％

として実施した。検定に当たっては各測定点での個数分布割合には対数正規性があること

を踏まえ、個数割合を対数変換し、F検定により等分散性を確認したうえで、「等分散を仮

定したt検定」を実施した。 

結果を第2表及び第3表に示すが、2群間の分散及び平均に差が無いとする仮説を棄却し

ない結果となった。つまり平易には、全測定点のデータを合算し得られる液滴個数分布は

95％の確率でスプレイヘッダ実機によるスプレイ時の液滴個数分布に等しいと言える。よ

って、試験で取得した液滴個数割合は、スプレイヘッダの液滴の特徴を代表できていると

言える。 
                                                                                                                                              

１ 松本史朗、高島洋一、スプレーの粒径分布：化学工学第 33 巻第 4 号（1969） 
２ Spray Characteristics of Fire Sprinklers(NIST GCR 02-838)：David Thomas Sheppard, Northwestern University(2002) 
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第5図 液滴径ごとの個数分布(全測定点データ合算) 
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第2表 ⑤点と全測定点データ合算値に対するF検定 

 

帰無仮説H0：2群間の分散に差がない（等分散である） 

対立仮説H1：2群間の分散に差がある（等分散ではない） 

検定対象 第1回⑤ 全測定データ 

分散 0.001703 0.001531 

自由度 41 48 

F値 1.1123 

P値 0.3594 

棄却域の境界値 1.6395 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

検定対象 第2回⑤ 全測定データ 

分散 0.001867 0.001531 

自由度 48 48 

F値 1.219 

P値 0.2476 

棄却域の境界値 1.615 

判定 P値＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

＜第2表に関する説明＞ 

二つのサンプルにおいてカイ二乗変数に従う変数の比は「F分布」に従う。F値とは二つのサン

プルの分散の比であり、F検定ではF値を、F分布において上側確率が有意水準0.05となる数値（棄

却域との境界値。以下「F0.05値」という。）と比較する。F値＞F0.05値である場合、F値は棄却域に

入るため有意水準5％で有意であり、帰無仮説を棄却して対立仮説を採択する。反対にF値＜F0.05値

であれば、帰無仮説は棄却されない。 

P値は、帰無仮説が正しいという仮定のもと、今回得られた値が偶然ではないとする確率のこと

であり、F分布におけるF0.05値に対する外側確率である。P値が有意水準0.05よりも小さい場合、得

られた値は偶然ではないという確率は小さいと判断し、帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。

反対にP値が0.05より大きい場合、帰無仮説は棄却されない。 

今回検定の結果、F値＜F0.05値（P値＞0.05）であったため、全測定点のデータを合算し得られる

個数割合の分布（第5図）と、計測点を代表していると考えられる⑤点での個数割合の分布という

2群のデータについて、F値は棄却域に入らないことから、それぞれの分散に差があるとは言えな

い、という結果となった。 
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第3表 ⑤点と全測定点データ合算値に対するt検定 

 

帰無仮説H0：2群間の平均に差が無い 

対立仮説H1：2群間の平均に差がある 

検定対象 第1回⑤ 全測定データ 

自由度 89 

t値 0.3846 

P値（両側） 0.7014 

棄却域の境界値

（両側） 
1.9870 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

検定対象 第2回⑤ 全測定データ 

自由度 96 

t値 -0.0215 

P値（両側） 0.9829 

棄却域の境界値

（両側） 
1.9850 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

＜第3表に関する説明＞ 

t値は平均値や自由度に基づく関数である。これは確率密度関数である「t分布」に従うもので

あり、t検定ではt値を、t分布において外側確率が有意水準0.05となるtの値（棄却域の境界値。以

下「t0.05値」という。）と比較する。|t値|＞t0.05である場合、t値は棄却域に入るため有意水準5％

で有意であり、帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。反対に、|t値|＜t0.05である場合、帰無仮

説は棄却されない。 

P値はF検定と同様に、t分布におけるt値に対する外側確率である。P値が有意水準0.05よりも小

さい場合、得られた値は偶然ではないという確率は小さいと判断し、帰無仮説を棄却し対立仮説

を採択する。反対にP値が0.05より大きい場合、帰無仮説は棄却されない。 

今回検定の結果、|t値|＜t0.05（P値＞0.05）であったため、全測定点のデータを合算し得られる

個数割合の分布（第5図）と、計測点を代表していると考えられる⑤点での個数割合の分布という

2群のデータについて、ｔ値は棄却域に入らないことから、それぞれの平均に差があるとは言えな

い、という結果となった。
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＜正規確率プロットについて＞ 

データが正規分布しているかどうかを目視判断するための手法であり、測定値を累積度数分率

で整理し、そのプロットが直線状に並べば正規性有りと判断できる。 

具体的には、取得されたデータについて累積比率（確率Pi）を求め、Piに対して正規分布の累積

分布関数の逆関数を用いて求めた値をプロットし、正規分布なら直線、対数正規分布なら片対数

グラフ上の直線に沿うかどうかを判断するものである。 

この意味は、標準正規分布に従うxに対応する累積比率（確率Pi）を求める関数を逆算している

もので、測定値が正規分布に従うならば散布図を描くと直線状にプロットされることとなる。す

なわち、正規性が無い＝正規分布に沿わない＝直線から外れるとして、目視にて正規性の有無を

確認できる。 

本試験結果の正規確率プロットを第6-1図及び第6-2図に示す。横軸に対数をとるとプロット結

果は全点で概ね直線状となることから、本計測結果は対数正規分布に従うと判断できる。 
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第6-1図 対数正規確率プロット（第1回試験 測定点①～④） 
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第6-2図 対数正規確率プロット（第1回試験 測定点⑤～⑧）
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4. 液滴径の基本ケース条件の設定 

3.2での検討より、各測定点のデータにおいて自然現象のばらつきを示す正規性を有する分

布であることが得られたことから、基本ケース条件の設定に当たっては全測定データを合算す

ることにより液滴径を評価する。全測定点の合算データについては、全計測点を代表している

と考えられる放水方向の直線上に位置する点（点⑤）との比較検定において有意な差が見られ

ないことから、スプレイヘッダの特徴を代表するデータであり、基本ケースの条件として妥当

であると言える。 

第5図にて得られた個数分布に対し液滴径ごとの体積を乗じた体積分率で整理した結果、体

積分率50％出現値は第7図のとおり1.65～1.75mmとなった。液滴径が小さいほうが、液滴下降

速度が小さく気中に液滴が滞在する時間は長くなり、気相部水密度は大きくなることから、基

本ケース条件はより小さい液滴径1.5mmを設定する。 

 

5. 液滴径の不確かさを考慮した条件の設定 

不確かさを考慮した条件としては、第7図に示す体積分率における両側5％を切り捨てた際の

下限値、すなわち体積分率2.5％出現値（0.4mm～0.45mm）を踏まえ、0.4mmを設定する。 

なお放水される流量の大部分は、スプレイヘッダではなく放水砲が占めることとなるが、放

水砲由来の放水を特徴づける液滴径は2.9mm（文献※1）とされており、スプレイヘッダの液滴径

を放水砲由来の液滴に適用することは大幅な保守性を有することになる。 

 

第7図 液滴径ごとの体積分率 

 

※1：宮下達也、石油タンク火災消火時における大容量放水及び泡放射軌跡の予測モデルの構築（2014） 

 

以 上 

基本ケース条件 

不確かさを考慮した条件 

1.65～1.75mm 

⇒1.5mm を設定 

0.4～0.45mm 

⇒0.4mm を設定 

0.025 
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液滴下降速度の算出について 
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1. はじめに 

使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）未臨界性評価における水分条件である気相部水密

度の算出に必要な液滴の落下速度について、基本ケース条件としては液滴径を1.5mmとした場

合の下降速度を、不確かさ影響を考慮した条件としては液滴径を0.4mmとした場合の下降速度

を、それぞれ使用することとした。本資料では、液滴径を用いた下降速度算出方法の詳細につ

いて述べる。 

 

2. 液滴下降速度の算出方法 

液滴下降速度vは、使用済燃料ピットラック上面を通過する液滴について、ラック頂部高さ

相当位置まで落下していることから個々の液滴が終端速度に達していると仮定し、液滴径によ

り決まる終端速度を算出する。 

自由落下する液滴の終端速度viは重力と空気抵抗が釣り合う速度として式(1)により求めら

れる。 

  

  
dair

iairwater
i

iiii

iiairdiairwater

C
gdv

dAdV

AvCgV

 
  

  

   

 
  

 
 
 

  
 

 

  

  

3
4

46

2
1

23

2

 (1) 

 

上記の式におけるパラメータの定義は以下のとおりである。 

 

 vi : 液滴の終端速度（m/s） 

 ρwater : 液滴の密度（kg/m３） 

 ρair : 空気密度（kg/m３） 

 Vi : 液滴体積（m３） 

 Ai : 液滴断面積（m２） 

g : 重力加速度（m/s２） 

 di : 液滴径（m） 

 Cd : 抗力係数（－） 

 

Cdは、第1図に示す球体に対する実験結果から求められる経験式として式(2)で与えられる。 
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ここで、レイノルズ数は空気の動粘性係数νを用いてRe=vidi/νで表される。抗力係数はレ

イノルズ数が小さい領域で、レイノルズ数すなわち終端速度に依存することから、式(1)の式

において抗力係数の導出に用いる速度が計算結果の終端速度と一致するよう繰り返し計算を

行う。 

 

第1図 球体に対する抗力係数１ 

 

 

 

 

1 機械工学便覧 A5 流体工学（新版） 
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3. 液滴下降速度算出結果 

液滴径が1.5mm、0.4mmである場合の液滴下降速度を、算出に使用した各物性値とともに第1

表に示す。なお、下降速度は1の位を保守的に切り下げた値を使用する。 

 

第1表 下降速度算出条件及び算出結果 

ρwater 998.2 [kg/m３］ 

ρair 1.166 [kg/m３］ 

ν 1.56×10－５ [m２/s] 

g 9.807 [m/s２］ 

di 1.0×10－３ [m] 

Cd 0.7279 [－] 

液滴（1.5mm）の 

下降速度 
530 [cm/s] 

液滴（0.4mm）の 

下降速度 
160 [cm/s] 

 

なお、実際のスプレイ時におけるSFP内環境は高温条件下であると考えるが、第1表中の物性

値は常温（20℃）の値を用いている。第1表の物性値のうち、温度の影響を受けるものはν、ρ

water及びρairであるが、式(1)より下降速度への温度影響が大きいν、ρairについては、温度が

高いほど値は小さくなる傾向をもつ。ν、ρairのどちらも値が小さいほど液滴下降速度が大き

くなる。また、スプレイ時には高温であるSFP内に低温の液滴が落下することから、空気は高

温状態、液滴は低温状態となるが、その状態を考慮し物性値を設定した場合、式(1)より物性

値の変化は下降速度をより大きくする方向である。 

以上より、水密度を大きく算出するという観点から常温（20℃）の物性値を用いることは妥

当である。 

また、実際のスプレイ時は海水を用いるが、下降速度算出の際は純水の物性値を使用してい

る。第1表の物性値のうち、液体の種類により変化する物性値はρwaterであるが、ρwaterは純水

のほうが海水より小さいことから、より下降速度を小さくし水密度を高く算出する観点から純

水の物性値を使用している。 

     

 

以 上 



 

1 

 

実運用において領域管理を取り除くことによる効果 

 

1．はじめに 

SFP用中性子吸収体を考慮した3領域管理がある場合と、配置制限がない場合それぞれについて、

燃料等の取り扱い回数（所要ステップ数）がどの程度低減できるか等を確認する。 

 

2．所要ステップ数削減効果の確認 

第1図及び第2図に示すシミュレーションにより、領域管理を取り除くことで照射燃料の取り扱

い及び内挿物入れ替えの回数を大幅に低減でき、第1表のとおり1定検当たりの燃料等の総取扱回

数が大幅に低減されることを確認した。なお、シミュレーションにおいて既工事計画の初期状態

としては、領域Aに空きラックが無い状況を想定した。 

 

 

第1図 新燃料沈め込み作業における所要ステップ数比較 

 

参考資料１ 



 

2 

 

 

第2図 内挿物交換作業における所要ステップ数比較 

 

第1表 配置制限の有無による1定検当たり総取扱回数の違い 

 

 



 

3 

3．領域管理を取り除くことによるメリット 

領域管理を取り除き、所要ステップ数を大幅に削減することで、以下の運用管理上のメリット

が期待できる。 

 

 

 

以 上

※1 シミュレーション結果を踏まえ設定 

※2 15 分
(*1)

/体×157 体÷60 分     

       ×0.003mSv/h
(*2)

×1 人 

    ≒0.1 人・mSv 

※3 7 分
(*3)

/体×157 体÷60 分 

        ×0.003mSv/h
(*2)

×1 人 

    ≒0.07 人・mSv 

(*1) 至近定検における燃料取扱作業 

   時間（実績）の平均値 

(*2) 作業時の環境サーベィ結果の平均値 
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内挿物の保管状況及び概要 

第1表 高浜１，２号機 SFP内における内挿物等の保管状況※ 

項目 高浜１号機 高浜２号機 

配置図 

 

 

  【燃焼度（BU)凡例】 0：BU<10、 10：10≦BU<20、 20：20≦BU<30、 30：30≦BU<40、 40：40≦BU（GWd/t） 
  【内挿物凡例】 □：プラギングデバイス、 〇：制御棒クラスタ、 △：バーナブルポイズン 

燃料集合体 
(うち Gd 入り 

燃料集合体) 
299 体（196 体） 258 体（133 体） 

燃焼度(GWd/t)別内訳 BU<10 
56 体 

10≦BU<20 

58 体 
20≦BU<30  

26 体 
30≦BU<40  
119 体 

40<BU  
40 体 

BU<10 
44 体 

10≦BU<20  
45 体 

20≦BU<30  
39 体 

30≦BU<40  
87 体 

40<BU  
43 体 

プラギングデバイス 164 体 120 体 

制御棒クラスタ 114 体 113 体 

バーナブルポイズン 8 体 16 体 
※2022年12月現在 

参考資料２ 
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第2表 内挿物の概要 

燃料集合体 内挿物 

    

約 4m 

約 21cm 

約 4m 

約 15cm 

約 4m 

バ
ー
ナ
ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン 

約 15cm 

プラギングデバイス 

約 27cm 

約 15cm 

制
御
棒
ク
ラ
ス
タ 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

＜核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設＞ 

【本文 要目表】 

①記載なし 

 

【本文 基本設計方針】 

・以下、関係箇所の抜粋 

『２．燃料貯蔵設備 

～略～ 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に、臨

界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び②制御棒クラスタ若しくは使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体（以下「使用済燃料ピット用中性子

吸収体」という。）配置において貯蔵領域を設定することにより、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とする。 

貯蔵領域は以下の方針に基づき、外周領域、中間領域及び中央領域を設計する。 

・領域の数を可能な限り少なくする。 

・低燃焼度の燃料を貯蔵する領域では、使用済燃料ピット用中性子吸収体の挿入なしで炉心から取り出した燃料が貯蔵できる容量を確保する。 

・貯蔵領域において、最も反応度の高い燃料体等が当該領域の全てのラックに貯蔵された状態で未臨界を維持する。 

使用済燃料ラックは全 424 ラックで構成されており、長辺方向に 27 ラック、短辺方向に 17 ラックの長方形の配置から、キャナル入口側の角部（長辺方

向に 7ラック、短辺方向に 5ラックの長方形）を切り欠いた配置形状である。 

外周領域は、長辺方向に 27 ラック、短辺方向に 17 ラックの長方形の最外周 1 列から切り欠き部（長辺方向に 7 ラック、短辺方向に 5 ラック）を除いた

73 ラックとする。また、中間領域は外周領域のラック配置から内側に長辺方向列は 2 列、短辺方向列は 1 列として、さらにラック配置の切り欠き部の外周

2列を加えた計 126 ラックとする。残りの 225 ラックを中央領域とする。 

各領域には、“初期濃縮度約 4.6wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体なし”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：20GWd/t 以上、中央領域：

50GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.6wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体あり”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：0GWd/t 以上、中央領域：

15GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.0wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体なし”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域： 15GWd/t 以上、中央領

域：45GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.0wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体あり”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：0GWd/t 以上、中央

領域：10GWd/t 以上”を貯蔵する設計とする。 

③燃料体等又は使用済燃料ピット用中性子吸収体の移動に際しては、未臨界が維持できることをあらかじめ確認している配置に基づき移動することを保

安規定に定めて、臨界を防止できるよう管理する。 

④使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体は、20 本の中性子吸収棒をクラスタ状にし、これを燃料集合体内の制御棒案内シンブルに挿入する。各中性子

吸収棒は、中性子吸収材をステンレス鋼管に入れた構造で、制御棒クラスタと同様に中性子吸収材の材料に銀－インジウム－カドミウム合金を使用し、外径

を 11.2mm、被覆管厚さを 0.5mm とする。クラスタ全長は 3,938mm 及びクラスタ有効長さは 3,607mm とし、クラスタたて及び横の長さは共に 155.7mm とする。 

⑤使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体は、使用済燃料ピットにおける圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、耐放射線性、寸法

安定性、耐熱性、核性質、耐食性及び化学的安定性を保持する設計とする。 

また、流路孔を有し、制御棒クラスタより軽量とすることで、燃料体等の冷却性、使用済燃料ピットラック及び使用済燃料ピットクレーンの耐震性並びに

使用済燃料ピットへの波及的影響の観点から、悪影響を及ぼさない設計とする。』 

 

 

＜核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設＞ 

【本文 要目表】 

①核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（以下、「核燃施設」とい

う）としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収

棒集合体（以下「使用済燃料ピット用中性子吸収体」という。）

については、実用炉規則の別表第二（以下、別表第二）におい

て、記載要求がないことから、記載しなかった。 

 

【本文 基本設計方針】 

②左記下線部の記載のうち制御棒クラスタについては、兼用・兼

用以外といった区分けは行わず、また、燃料の貯蔵状況によりそ

の必要数が変化することから、設置許可に記載している貯蔵容量

の範囲内（約 420 体以下）で使用する意図で単に「制御棒クラス

タ」という記載を行っており、計測制御系統施設と兼用である４

８体に限定することなく、それ以上に使用することを意図してい

た。 

なお、再稼働時の原子力規制庁殿とのヒアリング（２０１６年

３月１８日）において、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体

に対する記載について、「最大値として全ラック数である「424 体

以下」と書くことはできるが、具体的な数値は貯蔵状況により領

域管理の運用の中で決まってくる数であるため記載できない」旨

をご説明していることから、それと同様に、核燃施設として使用

する制御棒クラスタについても具体的な体数を記載しなかった。 

 

 

③保安規定に定めて管理することで運用の中で未臨界維持を管理

することを明確にしていた。 

④使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の仕様については、①

の理由から要目表へ記載しなかったが、新規の設備であるため基

本設計方針及び添付資料 19 の中で記載している。一方で、制御棒

クラスタの仕様については、⑥の理由により計測制御系統施設の

要目表の中で核燃施設と兼用する旨を記載することで、従前より

使用している制御棒クラスタと同一仕様であることを示していた

ため、基本設計方針及び添付資料 19では記載しなかった。 

⑤使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、新規制基

準に適合するための新規の設備であるため、健全性等について基

参考資料３ 表 使用済燃料ピット用中性子吸収体に係る既工事計画申請時の記載及び考え方の整理 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

 

 

 

 

 

＜計測制御系統施設＞ 

【本文 要目表】 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設計方針及び添付資料 19 の中で記載していた。一方で、制御棒

クラスタについては、新規の設備ではなかったため、使用済燃料

ピット用中性子吸収棒集合体と同じ箇所には記載しておらず、補

足説明資料の中で記載していた。 

 

＜計測制御系統施設＞ 

【本文 要目表】 

⑥変更後の「制御棒」へ注記を追記することで、従来から計測制

御系統施設として使用している制御棒クラスタを核燃施設として

兼用することを明確にしていた。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【本文 基本設計方針】 

⑦記載なし 

 

 

 

＜添付資料＞ 

【資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書】 

⑧ 

 

 

【本文 基本設計方針】 

⑦核燃施設と兼用となったことについて、計測制御系統施設とし

ての制御棒クラスタの基本設計方針には影響しないため記載しな

かった。 

 

＜添付資料＞ 

【資料１】 

⑧設置許可申請においては、本文五号及び添付書類八に「～臨界

にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び制御棒クラス

タと同等の反応度抑制効果を有する中性子吸収体配置においてス

プレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とする。」と記載

しており、既工認においても同様の記載があった。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨添付資料八「使用済燃料ピット用中性子吸収体 a.制御棒クラ

スタ」として、「クラスタの数 約４２０以下」と記載している。

これは、使用済燃料ラックの貯蔵容量をベースに、制御棒クラス

タの最大使用可能数が約４２０体であることを表しているが、使

用済燃料ラックの貯蔵容量以下であることは自明であることから

既工認に同様の記載はしていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【資料２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。）】 

【資料３ 取水口及び放水口に関する説明書】 

【資料４ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 

【資料５ クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書】 

【資料６ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

⑩記載なし 

 

 

 

 

 

 

【資料７ 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

【資料８ 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書】 

【資料９ 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書】 

【資料１０ 通信連絡設備に関する説明書】 

【資料１１ 安全避難通路に関する説明書】 

【資料１２ 非常用照明に関する説明書】 

【資料１３ 耐震性に関する説明書】 

⑪計測制御系統施設としての制御棒クラスタについて資料13-17-4-2「制御棒クラスタの耐震計算書（挿入時間を含む）」に記載しているが、核燃施設として

の制御棒クラスタについて記載なし。また、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、資料13-17-2-9「使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体

の耐震計算書」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１４ 強度に関する説明書】 

【資料１５ 原子炉本体の基礎に関する説明書】 

【資料１６ 原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書】 

【資料１７ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書】 

【資料１８ 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料３】同上。 

【資料４】同上。 

【資料５】同上。 

【資料６】 

⑩「添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃

料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書に

かかる補足説明資料 使用済燃料貯蔵設備の補足説明について」

の「４．使用済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて」

の表１に、制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒

集合体について記載していることから、臨界防止の管理に係る記

載しなかった。 

【資料７】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料８】同上。 

【資料９】同上。 

【資料１０】同上。 

【資料１１】同上。 

【資料１２】同上。 

【資料１３】 

⑪計測制御系統施設としての制御棒クラスタについては、資料

13-17-4-2「制御棒クラスタの耐震計算書（挿入時間を含む）」に

て耐震評価を行っており、新規の設備でないことから「添付資料

１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の

核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書にかかる補足説

明資料 使用済燃料貯蔵設備の補足説明について」の「４．使用

済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて」の表１にて確

認しており、核燃施設としては、計測制御系統施設としての制御

棒クラスタの評価に包絡されていることを確認している。また、

使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、新規の設備

であることから、資料 13-17-2-9「使用済燃料ピット用中性子吸

収棒集合体の耐震計算書」にて確認している。 

【資料１４】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料１５】同上。 

【資料１６】同上。 

【資料１７】同上。 

【資料１８】同上。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書】 

（別添１ 領域管理の設定に対する考え方） 

・以下、関係箇所の抜粋 

『高浜１号機使用済燃料ピットでは、大規模漏えい時の未臨界性評価に用いた解析体系（以下、「本体系」という。）に基づき設定した領域に従い、初期濃

縮度、燃焼度及び使用済燃料ピット用中性子吸収体の有無に応じて貯蔵する燃料を管理することとしている。領域別の貯蔵可能な燃料体条件を第 1-1 図に

示す。⑫本資料では、領域管理による燃料運用の成立性について説明する。』 

 

『各領域への燃料貯蔵の可否を判断する際には、必要に応じて使用済燃料ピット用中性子吸収体の反応度抑制効果を考慮する。仮に高浜発電所１号機の使

用済燃料貯蔵ピットにおいて、全燃料集合体に使用済燃料ピット用中性子吸収体を考慮した場合、領域 A、Bには燃焼度 0GWd/t 以上の燃料が、領域 Cに

は、燃焼度 15GWd/t 以上の燃料（55GWd/t 燃料の場合）が貯蔵可能となり、その燃料貯蔵容量の累積値は最大で第 1-3 図の青色の線となる。⑬実運用上

は、青色の線の範囲内で貯蔵燃料体数に応じて必要となる体数の使用済燃料ピット用中性子吸収体を使用する。 

第 1-3 図中の緑色の線は、⑭現在時点（第 28 サイクル装荷前）で使用済燃料ピットに貯蔵されている制御棒クラスタ（高浜１号機：114 体）を考慮した

場合の各燃焼度の燃料体に対する貯蔵可能体数の例を示している。第 28サイクル装荷前では、緑色の線が各プロット点を上回っており、すべての燃料体

が使用済燃料ピットに貯蔵可能と判断できる。』 

 

（別添３ 使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に関する説明書） 

・以下、関係箇所の抜粋 

『使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）用の中性子吸収棒集合体（以下「SFP 用中性子吸収棒集合体」という。）は、SFP 水の大規模漏えい時における

未臨界性を確保するために、制御棒クラスタ（以下「RCC」という。）と同等の中性子吸収能力を有する機器として、SFP 内で用いることを想定している。 

⑮本資料は、SFP 用中性子吸収棒集合体の概要及び健全性を説明するとともに、SFP 用中性子吸収棒集合体を用いることによる冷却性、他設備の耐震性等

について、それぞれの設備の設計や要求機能への影響が問題ないことを説明するものである。』 

⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料１９】 

 

 

 

 

⑫領域管理による燃料運用の成立性を確認している。 

 

 

 

⑬使用済燃料ピット用中性子吸収体の体数は、貯蔵燃料体数に応

じて必要となる体数を使用する旨記載している。 

⑭⑫の成立性の確認においては、申請時点で 1号機の使用済燃料

ピットに貯蔵されている制御棒クラスタ 114 体を用いて、その時

点でのすべての燃料体が使用済燃料ピットに貯蔵可能であること

を確認し、領域管理を実践した場合の貯蔵可能体数の例として示

している。 

 

 

 

⑮使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の健全性等について説

明している。使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、

新規制基準に適合するための新規の設備であるために、健全性等

について添付資料 19 の中で記載していた。一方で、制御棒クラス

タについては、新規の設備ではなかったため、使用済燃料ピット

用中性子吸収棒集合体と同じ箇所には記載しておらず、補足説明

資料の中で記載していた。 

 

⑯③と同じ考え方に基づき、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集

合体の仕様を記載し、その中で、最大貯蔵可能数（424）以下と記

載していた。一方で、制御棒クラスタについては、上記のとおり

計測制御系統施設の要目表で核燃施設と兼用している 48 体の記

載があり、さらに、⑭の添付資料 19で例として示している領域管

理の実機適用性確認の前提条件として申請時点でピットに貯蔵さ

れている制御棒クラスタ 114 体の記載がある。 

 

 



 

12 

 

既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書にかかる補足説明資料】 

（4. 使用済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて） 

・以下、関係箇所の抜粋 

 

『（2）設備分類について 

⑰SFP 大規模漏えい時の臨界防止については、貯蔵する燃料の初期濃縮度、燃焼度及び SFP 用中性子吸収体の有無の条件による貯蔵領域を設定し、燃料

体等及び SFP 用中性子吸収体の配置管理を行うことにより未臨界性を維持する設計としており、SFP 用中性子吸収体は重大事故等発生（SA）時の対処設備

として SA 設備に分類する。（表-1 参照）』 

 

 

【添付資料１９ 補足説明資料】 

 

 

 

 

 

⑰使用済燃料ピット用中性子吸収体は重大事故等発生（SA）時の

対処設備として SA 設備に分類することを記載し、表-1にて要求

機能に対して整理している。使用済燃料ピット用中性子吸収棒集

合体については、既存設備である計測制御系統施設としての制御

棒クラスタとの比較により評価しており、また制御棒クラスタに

対しても設計・仕様は同一であり SFP で使用することを踏まえて

同様に評価している。 

なお、表１の左列の要求事項について、「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の要求

事項となっているが、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」の要求事項と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

『（4）工事計画認可申請書における整理 

⑱制御棒クラスタ及び SFP 用中性子吸収棒集合体は、「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」においては、別表第二で要求されている設備ではなく要目

表には記載すべき箇所がないため、基本設計方針にその設計方針を記載する。 

また、⑲SFP 用中性子吸収棒集合体については、新規制基準に適合するための新規の設備であるために、機械的強度、耐震性及び他設備への影響等につ

いて添付資料 19 の中で記載する。なお、⑳制御棒クラスタについては「計測制御系統施設」に該当する設備であるため、兼用する旨のみ記載する。』 

 

 

 

【資料２０ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書】 

【資料２１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書】 

【資料２２ 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書】 

【資料２３ 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２４ 蒸気発生器の基礎に関する説明書】 

【資料２５ 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書】 

【資料２６ 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書】 

【資料２７ 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書】 

【資料２８ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２９ 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書】 

【資料３０ 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書】 

【資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書】 

【資料３２ 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料３３ 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書】 

【資料３４ 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書】 

【資料３５ 中央制御室の居住性に関する説明書】 

【資料３６ 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書】 

【資料３７ 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書】 

【資料３８ 原子炉格納施設の基礎に関する説明書】 

【資料３９ 圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書】 

【資料４０ 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】 

【資料４１ 常用電源設備の健全性に関する説明書】 

【資料４２ 斜面安定性に関する説明書】 

【資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書】 

【資料４４ 緊急時対策所の居住性に関する説明書】 

【資料４５ 制御能力についての計算書】 

【資料４６ 原子炉非常停止信号の設定値の根拠に関する説明書】 

【資料４７ デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書】 

 

⑱①の考え方に基づき記載していることを説明していた。 

⑲⑤の考え方に基づき記載していることを説明していた。 

⑳⑥の考え方のとおり、制御棒クラスタは「計測制御系統施設」

としての設備仕様の記載がもともと要目表にあることから、添付

資料 19 の中で新たに記載するのではなく、「計測制御系統施設」

の要目表の中で兼用である旨を記載することで核燃施設としての

制御棒クラスタの設備仕様も同じであることを意図していた。 

【資料２０】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料２１】同上。 

【資料２２】同上。 

【資料２３】同上。 

【資料２４】同上。 

【資料２５】同上。 

【資料２６】同上。 

【資料２７】同上。 

【資料２８】同上。 

【資料２９】同上。 

【資料３０】同上。 

【資料３１】同上。 

【資料３２】同上。 

【資料３３】同上。 

【資料３４】同上。 

【資料３５】同上。 

【資料３６】同上。 

【資料３７】同上。 

【資料３８】同上。 

【資料３９】同上。 

【資料４０】同上。 

【資料４１】同上。 

【資料４２】同上。 

【資料４３】同上。 

【資料４４】同上。 

【資料４５】同上。 

【資料４６】同上。 

【資料４７】同上。 

 


